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防災マネジメントによる企業価値向上に向けて 

― 防災ＳＲＩ（社会的責任投融資）の可能性 ― 

 

【要  旨】 

 

１．我が国は地震や津波、台風、火山の噴火など様々な自然災害が発生しやすい国土である。

特に近時は、昨年の新潟・福井豪雨や新潟県中越地震をはじめ風水害や地震などの被害が

多発している。更に東海地震、東南海地震、南海地震発生の切迫性が指摘されるなか、防

災への取り組みは緊急の課題である。防災への対応は、時間（事前対策、災害直後対策、

復旧・復興対策）、空間（グローバル・国土レベル、エリアレベル、ゾーン・メッシュレ

ベル）、主体（公的セクター、民間セクター）のそれぞれの視点から整理することができ

る。主体から見た場合、防災への取り組みは自助、共助、公助から成り立っているが、公

助に関しては、国や地方公共団体の財政制約があるなか、自助や共助による防災への取り

組みが一層重要となっている。特に企業に対しては、企業同士や地域住民、行政との連携

によって安全・安心な地域社会を形成する先導的な役割が期待されている。しかしながら

国際間の競争が激化するなかで、企業は選択と集中による投資の選別や、コストダウンに

よる経営の効率化を進めており、短期的には投資効果が明らかでない防災への取り組みを

積極的に進めることは難しい。 

２．こうした状況にあって、法律等の規制だけで企業の防災力を向上させるには限界があり、

企業の防災への取り組みを適切に評価することを通じて、企業が自発的・戦略的に防災へ

の取り組みを進める環境を作り出すことが、今後の課題である。そのためには、①企業が

リスクマネジメントの一環として防災投資を実行し、不測の事態が発生したときに、でき

るだけ業務を中断することなく、通常業務に復帰できるよう平時から戦略的にプランを準

備しておく事業継続計画（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）を作成する、次にＢＣＰ

を実行するためのリスクファイナンスを確保し、地域との連携を進めるとともに、防災会

計や報告書等によって防災に対する企業自身の取り組みを開示する、②それを受け、適切

な防災への取り組みを図る企業が社会的に評価される仕組み（防災格付け、防災社会責任

投融資）を構築する、③企業活動を通じて、防災対策関連の様々な製品・サービスが生み

出されているが、今後一層の普及・促進を図る、等の取り組みがある。 

３．米国の同時多発テロ以降、ＢＣＰに対する関心が高まっている。今まであまり認識され

ていなかった企業の操業損失や、雇用面での地域に対する影響の問題からＢＣＰの重要性

が一層、認識されるようになった。企業にとってＢＣＰを策定することは、顧客からの信

頼を勝ち取り、地域との連携等によって社会的責任（ＣＳＲ）を果たすことで、最終的に

企業価値の向上にもつながる。ＢＣＰに関して欧米の企業に比べ日本企業の対応は遅れて

おり、日本企業のＢＣＰに対する啓蒙・普及を求める動きがある。一方で、机上で検討さ

れただけの形式的なＢＣＰでは、実際の企業の防災力向上にはつながらない可能性が高い。

今までに企業に蓄積された防災に関するノウハウをベースに、実効性の高い日本版ＢＣＰ

の策定に着実に取り組むことが今後の課題である。 
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４．次にＢＣＰをはじめとする企業の防災への総合的な取り組み（防災マネジメント）に対

して、それを適正に評価し取り組みの一層の促進につなげることが要請される。既存の企

業防災への取り組みに対する評価手法としては、米国ＦＥＭＡ（米国連邦緊急事態管理庁）

のガイドラインをベースにいくつかの指標が開発されている。企業のリスク全般を評価し

た指標や、消防庁などが発表している地域防災力の指標がある他、近時、内閣府が新たに

企業の防災力指標を作成すると発表している。防災格付けの導入に当たっては、今後、①

社会的な合意の形成、②指標と実態の乖離、③指標間の整合性が取れた適切な指標の開発

などが課題となるであろう。 

  これらを踏まえた上で、「事前対策」、「災害直後対策」、「復旧対策」の時間軸毎に「方針・

計画」、「具体的施策」、「訓練・教育」、「見直し」といったＰＤＣＡサイクルが機能してい

るかを、総合的に評価する手法が提案できる。 

５．従来、企業経営とその評価は財務的な指標を中心に行われていたが、近年は長期的な視

点から企業経営を見ていくためにＣＳＲ、リスクマネジメント、知的資本など様々な角度

からのアプローチが試みられている。リスクマネジメントのなかでも、日本においては地

震などの自然災害が企業経営に重大な影響を与えることから適切な対応が望まれるが、災

害の突発性や被害想定が容易でない等の理由で対応は遅れがちであった。企業としては防

災への取り組みを実施したいものの、一定の判断基準がないことから企業内において適切

な意思決定が困難であり、かつ外部に対しても防災への取り組みの効果を明確に説明する

ことができなかった。防災会計や防災に関する取り組みの開示は、企業防災力の着実な向

上を図り、防災への対応を費用対効果の観点から分析することで効率的な企業経営を可能

にするとともに、防災への取り組みを定量・定性の両面からステークホルダーに対して説

明することによって企業価値の向上につながる可能性がある。一方で防災会計等に関して

は、①防災に関するデータが未整備であるため、企業負担が新たに生じること、②防災効

果を示す適切な指標の開発など多くの課題が残されている。実際に、防災費用や投資額を

含めた防災への取り組みを社会環境報告書等のなかに記載している企業もある。 

  企業の社会的責任の議論が盛んに行われるなか、防災への取り組みについても、経済、

環境、社会のトリプルボトムラインとの関連で明確に位置づけられることが求められる。

日本における社会的責任投融資（ＳＲＩ）は環境分野からはじまり、社会性分野へと広が

りを見せている。欧米に比べ規模的にはまだ小さいものの、企業の社会的責任に対する関

心の高まりを背景に今後、ＳＲＩは増加することが予想される。そうした流れのなか、環

境、社会性の分野に加え、防災分野において企業のマネジメントを評価する防災ＳＲＩ（社

会的責任投融資）の導入を今後、検討する必要があろう。防災ＳＲＩを日本発の世界標準

として発信していくことで、日本企業が抱える地震などのリスクに対する懸念を払拭する

意義は高いものと思われる。 
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はじめに 

 

 我が国は地震や津波、台風、火山の噴火など様々な自然災害が発生しやすい国土である。 

ドイツのミュンヘン再保険会社が、日本、特に東京・横浜の自然災害危険度が世界の主要都

市に比べ非常に高いと発表し（下表）、内外に大きな反響を呼んだことは記憶に新しいところ

である。近時は、昨年の新潟・福井豪雨や新潟県中越地震をはじめ風水害や地震などの被害

が多発している。更に東海地震、東南海地震、南海地震発生の切迫性が指摘されるなか、防

災への取り組みは緊急の課題となっている。防災への取り組みは自助、共助、公助から成り

立っているが、公助に関しては、国や地方公共団体の財政制約があるなか、自助や共助によ

る防災への取り組みが一層重要となっている。特に企業に対しては、企業同士や地域住民、

行政との連携によって安全・安心な地域社会を形成する主導的な役割が期待されている。し

かしながら国際間の競争が激化するなかで、企業は選択と集中による投資の選別や、コスト

ダウンによる経営の効率化を進めており、短期的には投資効果が明らかでない防災への取り

組みを積極的に進めることは難しい。 

 こうした状況にあって、法律等の規制だけで企業の防災力を向上させるには限界があり、

企業の防災への取り組みを適切に評価することを通じて、企業が自発的・戦略的に防災への

取り組みを進める環境を作り出す方法が有効であろう。 

 本レポートにおいては、近時、重要性が高まっている事業継続計画（ＢＣＰ）に関し、作

成の現状と普及に向けての課題を示すとともに、防災格付けや防災ＳＲＩ（社会的責任投融

資）等の実現可能性について検討を行うことで、企業の防災への総合的な取り組み（防災マ

ネジメント）が企業価値向上につながる道筋を探るものである。 

 

表 世界の自然災害リスク指数 

 

都  市 リスク指数 都  市 リスク指数 

東京・横浜 

サンフランシスコ 

ロサンゼルス 

大阪・神戸・京都 

ニューヨーク 

香港 

ロンドン 

パリ 

メキシコシティ 

北京 

ソウル 

モスクワ 

710.0

167.0

100.0

92.0

42.0

41.0

30.0

25.0

19.0

15.0

15.0

11.0

シドニー 

サンチアゴ 

イスタンブール 

ブエノスアイレス 

ヨハネスブルグ 

ジャカルタ 

シンガポール 

サンパウロ 

リオデジャネイロ 

カイロ 

デリー 

6.0 

4.9 

4.8 

4.2 

3.9 

3.6 

3.5 

2.5 

1.8 

1.8 

1.5 

（出所：ミュンヘン再保険会社アニュアル・レポートに基づき内閣府作成） 
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第１章 日本を取り巻く防災の現状 

 

１．自然災害の概況 

（１）近年の自然災害状況 

 近年の自然災害状況としては、死者 6,000人を越える被害であった 1995 年の阪神・淡路大

震災、2003 年の宮城県北部地震、北海道十勝沖地震、2004 年の新潟県中越地震をはじめ、過

去、幾度となく大規模地震が発生し、人的にも物的にも多くの被害をもたらした。また、全

国各地で死者行方不明者 19人を数えた 2003 年８月の台風 10号被害、そして 2004 年７月の

新潟・福島豪雨、福井豪雨では死者行方不明者がそれぞれ 16人、４人にも上る。2004 年は、

過去最多の台風上陸数（10個）を記録する等、近年の水害発生事例は枚挙に暇がない。地震

や水害等の自然災害による被害状況は図表１－１及び図表１－２のとおりである。 

 2004 年 10月に発生した新潟県中越地震はマグニチュード 6.8、最大震度７を記録し、阪神・

淡路大震災とほぼ同じ規模の大地震であった。死者 40人、建物被害は 13万棟を越えたもの

の（2004 年 12 月 29 日現在、図表１－３）、阪神・淡路地区ほど人口が密集していない農山

村地域であったことや、住家が豪雪地帯であるため雪国仕様となっており頑丈であったこと

等から死傷者や建物被害は地震の規模に比べて少なかった。それでも、全体の被害額は、新

潟県の試算によると、阪神・淡路大震災の 10兆円に対し、約３分の１に近い３兆円に達して

いる。 

 また、中越地方は自動車や半導体関連産業、酒造メーカー等の地場産業、水田や鯉養殖等

の農林水産業が盛んな地域であることから経済的損失も甚大であり、被害額３兆円のうち

3,000億円が商工関係の被害、4,000億円が農林水産関係の被害額とされている。 

 図表１－４は、新潟県産業労働部が県内企業の操業状況に関して、主要な地場企業 217 社

に対して行った訪問調査の結果である。被災してから３週間を経ても、被災前の操業状態ま

で回復できた企業は 71％であることを鑑みると、事業中断による地域経済や雇用への影響は

少なくないものと判断できる1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
1 詳しくは、日本政策投資銀行「緊急レポート 新潟県中越地震が及ぼした県内経済等への影響について」

を参照されたい。 
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図表１－１ 近年の自然災害による被害 

 

人的被害（人) 建物被害（棟) 

負傷者 住家被害 非住家被害  
死者 

行 方

不明者
重傷 軽傷 全壊 半壊

一部

破損

床上

浸水

床下

浸水

公共 

建物 
その他 

被害総額

(百万円)

平成 11 年 137 4 304 1,394 531 3,844 113,074 14,950 68,562 26,750 950,449

平成 12 年 76 2 187 618 621 3,696 21,501 25,506 59,722 4,107 604,909

平成 13 年 87 3 455 835 156 1,155 51,707 3,031 14,074 370 1,180 436,081

平成 14 年 47 1 136 343 74 259 5,455 3,514 14,852 248 4,276 365,021

平成 15 年 58 4 292 1,904 1,509 4,437 18,342 5,519 13,198 331 10,015 599,082

（注１）暴風、暴雨、洪水、高潮、地震、津波、火山噴火、その他異常な自然現象により生じた被害である。 

（注２）平成 13 年以降、「非住家被害」は「公共建物」と「その他」に細分される。 

（出所：消防白書各年版より政策銀作成） 

 

 

図表１－２ 近年の主な地震 

 

発生年月日 地 震 名 規模（Ｍ) 全壊（棟) 死者数（人)

H 5. 1.15 釧路沖地震 7.5 53 2

H 5. 7.12 北海道南西沖地震 7.8 601 
202

行方不明 28

H 5.10.12 東海道はるか沖地震 6.9  1

H 6.10. 4 北海道東方沖地震 8.2 61 

H 6.12.28 三陸はるか沖地震 7.6 72 3

H 7. 1.17 兵庫県南部地震 7.3 104,906 
6,433

行方不明 3

H12. 7. 1 新島・神津島近海を震源とする地震 6.5 15 1

H12.10. 6 鳥取県西部地震 7.3 435 

H13. 3.24 芸予地震 6.7  2

H15. 5.26 宮城県沖を震源とする地震 7.1 2 

H15. 7.26 宮城県北部を震源とする地震 6.4 1,270 

H15. 9.26 十勝沖地震 8.0 101 行方不明 2

H16.10.23 新潟県中越地震 6.8 2,860 40

（注）新潟県中越地震の全壊、死者数は平成 16 年 12 月 29 日時点、新潟県中越大震災災害対策本

部発表による。 

（出所：平成 16 年版消防白書より政策銀作成） 
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図表１－３ 2004 年新潟県中越地震における被害状況 

 

 人的被害（人) 住家被害（棟) 

非住家

被 害

（棟）

その他被害（ヶ所) 

 死者 
行方 

不明 
重軽傷 全壊

大規模

半 壊
半壊

一部

損壊

公共施設

＋その他
道路 河川 崖崩れ等

新潟県計 

（15 市 31 町 14 村） 
40 0 4,559 2,860 1,663 9,341 89,381 34,899 6,062 229 442

（出所：平成 16 年 12 月 29 日現在、新潟県中越大震災災害対策本部発表） 

 

 

図表１－４ 新潟県中越地震における製造業の操業再開状況 

 

操業率 0％ 50％未満 70％未満 100％未満 100％ 

11 月４日現在 
24 

11％ 

19 

9％ 

21 

10％ 

48 

22％ 

105 

48％ 

11 月 15 日現在
2 

1％ 

7 

3％ 

15 

7％ 

38 

18％ 

154 

71％ 

（出所：新潟県産業労働部資料） 

 

（２）日本が抱える主な地震災害リスク 

① 東海・東南海・南海地震 

 地震の種類は、プレート内部で発生する地震と、海溝沿いで発生するプレート境界型の地

震の二つに大別できる。主な地震では新潟県中越地震や阪神・淡路大震災等は前者、関東大

震災等が後者にあたる。 

 プレート境界型地震のメカニズムを簡単に述べると、プレート同士の潜り込み運動による

歪みがピークに達しその反発によって地震が発生する。海洋で発生すると津波を伴うことが

あり、建物倒壊等による圧死と合わせて被害が規模と範囲の両面で大きくなる恐れがある。

一方、プレート内部で発生する地震は、プレート境界部分での運動による歪みが内部にも歪

みを生じさせ、それが限界にまで達したときに発生するものである。プレート境界型地震に

比べるとそのエネルギーは低いものの、都市の直下で起きた場合には局所的に甚大な被害を

もたらす可能性がある。 

 プレート境界型地震のなかでは、その切迫性と広範囲にわたるであろう被害地域と経済的

損失の観点で、現在、急ピッチで地震防災対策が進められているのが東海地震、東南海地震、

南海地震の予想罹災エリアである。政府の地震調査委員会では、東海地震が今後 30 年間に発

生する確率は 84％と試算2している。また、東海地震と震源域が近い東南海地震は 60％程度、

                            
2 確率論的地震動予測地図（西日本試作版）で用いた参考値であり、他の海溝型地震の発生確率と同程度の

信頼度は有していない。 
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南海地震は 50％程度とされている（図表１－５）。 

 過去、東海から南海地域にかけて「慶長地震」（1605 年）、「宝永地震」（1707 年）、「安政東

海地震・安政南海地震」（1854 年）、「東南海地震」（1944 年）、「南海地震」（1946 年）と 100

年から 150 年程度の間隔でマグニチュード８クラスの地震が発生している。しかも、慶長地

震、宝永地震、安政東海地震、安政南海地震は東海、東南海、南海の三つの震源域が同時に

破壊されており、更に、昭和の東南海地震が発生した２年後に南海地震が発生している。こ

れらのことから推測されるように、プレート境界の歪みが極限状態に達しているため、いつ

発生してもおかしくないといわれる東海地震が引き金になって、二つ以上の地震が連動して

起こる危険性が非常に高い。「東南海・南海地震等に関する専門調査会」は「東南海地震」、

「南海地震」と「東海地震」が同時発生した場合の被害は、最大で約２万５千人が死亡、全

壊棟数約 94万棟、経済被害約 81兆円という被害想定を出している。 

 政府においては、昭和 53 年に大規模地震対策特別法が制定されて 20数年が経過し、切迫

している東海地震への対応をより的確に行うため、平成 13 年３月中央防災会議に「東海地震

に関する専門調査会」が設置され、更に平成 14 年３月には、「東海地震対策専門調査会」が

設置された。また、「東海地震に関する専門調査会」の検討過程において、東南海・南海地震

の危険性についても指摘され、平成 13 年６月の中央防災会議で「東南海、南海地震等に関す

る専門調査会」の設置が決定された。政府は平成 15 年５月、中央防災会議において「東海地

震対策大綱」を発表し、更に同年 12月、「東南海・南海地震対策大綱」をまとめている。東

海地震では、平成 14 年４月、８都県 263 市町村が「東海地震に係わる地震防災対策強化地域」

として指定されており、東南海・南海地震では、平成 15 年 12月、１都２府 18県 652 市町村

が著しい地震災害の恐れがある地域として「東南海・南海地震防災対策推進地域」に指定さ

れた。 

 

【参考】 

 東海地震に係わる異常現象を観測した場合、気象庁は「東海地震観測情報」、「東海地震注

意情報」、「東海地震予知情報」を発表する。東海地震観測情報が発表された場合は、平常時

の活動を継続しつつ、情報の内容によって必要な対応をとる。東海地震の前兆現象である可

能性が高まったと認められる場合には、東海地震注意情報が発せられる。この場合、防災関

連機関は必要な職員の参集や情報連絡体制の確保を行う。政府において、準備行動等を行う

必要があると認められる場合、その旨を公表するとともに、官邸対策室の設置や情報先遣チ

ームの派遣、救助・救急・消火部隊や救護班の派遣準備、物資の点検や交通規制に備えた準

備等を行う。 

 更に事態が進展した場合は、気象庁長官の私的諮問機関として地震防災対策強化地域判定

会が開催される。内閣総理大臣に地震予知情報の報告がなされ、閣議を経て警戒宣言が発せ

られる。この場合、地震災害警戒本部や現地警戒本部を迅速に設置し、各機関が地震防災応

急対策等を実施するために必要な調整を行う。更に救助・救急・消火部隊のうち必要な部隊
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の強化周辺地域への派遣や、救護班をすぐに派遣できる体制の整備、物資の車両への積み込

み、広域的な交通ルート確保のために必要な交通規制等を行う。災害発生時においては、現

地対策本部を設置する3。 

 

② 首都直下地震 

 南関東地域においては、過去 200 年から 300 年に一度、関東大震災クラス（マグニチュー

ド８クラス）のプレート境界型地震が発生しており、その間にマグニチュード７クラスの直

下型地震が数回発生している。 

 地震調査研究推進本部地震調査委員会によると、関東大震災クラスの地震は今後 30 年間以

内に最大で 0.9％と想定しているが、その間のマグニチュード７クラスの直下型地震の可能

性は、70％という高い数値を発表している。 

 

図表１－５ 主な地震発生確率（今後 30 年以内） 

 

発生確率 
領域または地震名 マグニチュード 

10 年以内 30 年以内 50 年以内 

被害規模 

択捉島沖 8.1 前後 8～10％ 50％程度 80～90％ ― 

三陸沖南部海溝寄り 7.7 前後 30～40％ 70～80％
90％程度 

以上 

連動時 

（岩手県内被害） 

死者：1,014 人※３ 

宮城県沖 7.5 前後

連動 

8.0 前後

50％程度 99％ ― 

連動時 

（宮城県内被害） 

死者：164 人※４ 

首都直下地震※１ 

(その他の南関東のＭ７程度の地震) 
6.7～7.2 程度 30％程度 70％程度 90％程度 

死者：１万２千人※５

被害額：112 兆円※６

東南海地震 8.1 前後 10～20％ 60％程度 90％程度 

南海地震 8.4 前後

同時 

8.5 前後
10％程度 50％程度 80％程度 

東海地震※２ 8 程度  ― 84％ ― 

同時発生 

死者：２万５千人※７

被害額：81 兆円 

（注）地震調査委員会「今までに公表した活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧」（平成 17 年１月 12

日）より、今後 30 年以内の発生確率が 50％以上の主な地震を抜粋し政策銀作成。 

   詳しくは地震調査委員会 HP（http://www.jishin.go.jp/main/）を参照されたい。 

※１ 大正型関東地震、元禄型関東地震以外の地震 

※２ 確率論的地震動予測地図（西日本試作版）で用いた想定東海地震の震度及び確率 

※３ 岩手県地震・津波シミュレーション及び被害想定調査に関する報告書（平成 16 年 11 月） 

※４ 宮城県地震被害想定調査に関する報告書（平成 16 年３月） 

※５ 中央防災会議「首都直下地震専門調査会」（平成 16 年 12 月公表） 

※６ 中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」（平成 17 年２月公表） 

※７ 中央防災会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会」（平成 15 年９月公表） 

 

 

                            
3 平成 16 年版防災白書 
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 政府の動きは、中央防災会議において昭和 63 年 12月に「南関東地震震災応急対策活動要

領」、平成４年８月に「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」（いずれも平成 10 年６月改

定）が決定された。更に、平成 15 年９月に中央防災会議に「首都直下地震対策専門調査会」

が設置された。平成 16 年 12月、この「首都直下地震対策専門調査会」において、首都直下

地震が発生した場合4、最大で死者約１万２千人5（うち火災による死者が 64％）、建物の全壊・

焼失が約 85万棟（うち火災による焼失は 77％）、帰宅困難者が 650万人にも上る恐れがある

ことが発表され、平成 17 年２月には、経済被害が最大で阪神・淡路大震災の約 10倍にあた

る 112兆円との発表がなされた。18ヶ所の想定震源域のどのタイプの地震でも、建物被害及

び人的被害の両方に火災が大きな影響を占めることが明らかとなり、改めて首都圏の木造家

屋密集市街地の問題点が浮き彫りとなった。更に首都直下地震においては、金融の中心であ

り、大企業の本社が集中する首都圏での経済的影響が極めて大きいものであることが懸念さ

れている。 

 

③ 今後の方向性 

 切迫性の高い東海地震をはじめとして、東南海・南海地震、首都直下地震の被害規模が、

想定ではあるが具体的な数字として明らかになり、今後、更に災害リスクに対する国家的戦

略が確立し、国の各機関や地方公共団体レベルでの防災対策が進むことが予測される。具体

的な対策としては、建物の耐震化（コンクリート塀等の倒壊防止も含む）、延焼の防止（建築

物の耐火構造化）、避難場所の確保（災害時開放施設）、避難路の確保、堤防・防波堤の整備

等がある。 

 しかし、被害が広域にわたると予想される東海地震等に対処するには、行政サイドの資金

的、人的パワーには限界があり、また、これらの対策のなかに「自衛」「自助」的な面が多く

含まれていることを鑑みると、企業や地域住民は「行政任せ」「補助金頼み」とするのではな

く、防災に対する主体的な参加、取り組みを実施しなければならない。 

 

２．防災に関する法制度 

 日本の災害対策に係わる法制度は、災害対策基本法を大きな柱として、その下に、大規模

地震対策特別措置法（大震法）等があり、更に災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の

各段階に応じて法律が定められている（図表１－６）。 

 災害に関する法の多くは、公共が行うべき施策を定めたものであるが、企業防災に関する

ものとしては、消防法、建築基準法等に記載がある。以下では、地震に対する対応を中心に

それぞれの法について概観する。 

 

                            
4 200～300 年間隔の関東大震災クラスの地震ではなく、その間におこるＭ７クラスの直下型地震（関東で

18ヶ所の震源を想定）が発生したものと想定。 
5 平成 17 年２月に最大で１万３千人に修正。 
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図表１－６ 日本の災害関係法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：平成 16 年版防災白書） 

 

（１）災害対策基本法 

 災害対策基本法は、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的とした

法であり、我が国の災害対策を講じていく上で最も基本となる法律である（1961 年制定）。

その第一条には、「この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するた

め、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責

任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び

防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計

画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資す

ることを目的とする。」と明記されている。また、同法第７条においては、「地方公共団体の

住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防

災に寄与するように勤めなければならない」と記述されているが、この住人には企業も含ま

れると解釈されている。 

 また、第 34条において、防災基本計画の作成が定められている。これに基づき中央防災会

災害対策基本法 

 基本法関係 

  大規模地震対策特別措置法 

  原子力災害対策特別措置法 

  東南海・南海地震に係わる地震防災対策の推進に関する特別措置法 

  石油コンビナート等災害防止法 

  海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 

 災害予防関係 

  河川法 

  建築基準法 等 

 災害応急対策関係 

  消防法 

  水防法 

  災害援助法 等 

 災害復旧・復興、財政金融措置関係 

  災害復旧に係わる財政金融措置関係法 等 

 組織関係 

  消防組織法、海上保安庁法 

  警察法、自衛隊法、日本赤十字社法 
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議が作成する防災基本計画は、我が国の災害対策の根幹をなす防災分野における最上位の計

画となっている。この計画に基づき、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を、地

方公共団体は地域防災計画を作成している。 

 

（２）中央防災会議における調査会報告の概要 

 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の下に、様々な分野の調査会が設置され

ており、活発な議論が行われている。ここでは、調査会における企業防災に関する議論を概

観する。 

① 「防災体制の強化に関する提言」 

 平成 14 年７月に防災基本計画専門調査会から「防災体制の強化に関する提言」が出された。

そのなかで住民及び企業の防災・危機管理意識の向上に関して、①自助努力の必要性、②自

主防災組織やコミュニティの強化、③住民、ボランティア、企業等との連携も含めた共助の

観点から、平常時から行政と企業の防災施策に関する意見交換の場を設置する必要性がある

こと等が提言された。 

② 「今後の地震対策のあり方についての提言」 

 平成 14 年７月には、今後の地震対策のあり方に関する専門調査会から「今後の地震対策の

あり方についての提言」が出され、企業防災に関して、当面行うべき施策の一つとして、「防

災協同社会の実現」が掲げられた。内容としては①住民、企業、ＮＰＯ等と行政の連携によ

る地域の防災対策の推進：住民、企業、ＮＰＯ等及び行政等の参加・連携による、地域コミ

ュニティに根ざした防災計画の立案、行政計画への反映、②企業防災の推進：被災地への物

資・サービスの提供等の多様な機能を発揮できる企業との連携の仕組みの構築、防災の観点

からの企業評価の確立等による、従業員・顧客の安全確保、経済損失の最小化、③震災に強

い都市の整備：民間事業者や土地所有者がプロジェクトのメリットを感じるような開発手法

の活用等震災に強い都市基盤の整備推進からなっている。 

 これらの提言は主に、行政サイドから企業に対して、地域コミュニティとの連携、企業自

体の備えを求める内容となっている。 

③ 「企業と防災～課題と方向性～」 

 上記を受けて内閣府は、平成 14 年 10月に防災担当大臣主宰による「企業と防災に関する

検討会議」を設置し、平成 15 年４月に「企業と防災～課題と方向性～」を取りまとめた。こ

のなかでは、「地域防災と企業」、「企業連携による防災まちづくり」、「市場の力を活かした防

災力の向上」、「企業のリスクマネジメント」の四つの課題と方向性が示された。 

④ 「民間と市場の力を活かした防災戦略の基本的提言」 

 上記の議論をより深めるために平成 15 年９月には、中央防災会議に「民間と市場の力を活

かした防災力向上に関する専門調査会」が設置された。専門調査会の中間報告「民間と市場

の力を活かした防災戦略の基本的提言」が平成 16 年 10月に発表された。 
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（３）消防法 

 消防法は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護

するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会

公共の福祉の増進に資することを目的としている（1948 年制定）。消防法の基本理念は、災

害の防止であり、特に、火災の防止が基本となっている。防災に係わる基準としては、防火

管理者を定め、当該防火対象物についで消防計画を作成、当該消防計画に基づく消火、通報

及び避難訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及

び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管

理並びに収容人員の管理、その他防火管理上必要な業務の実施を行うこととしている。 

 

（４）地震時に企業に求められる対策 

 消防法により策定を義務付けられている消防計画や大震法による地震防災応急計画など地

震対策を定めた計画の総称を地震防災計画と呼んでいる。 

 消防法施行規則第３条では、企業に対して、次の項目を含む消防計画を策定することを義

務付けている。 

① 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡、避難誘導に関す

ること 

② 地震防災対策強化地域における特定の施設については次の事項に関すること 

 ・警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織 

 ・地震予知情報や警戒宣言の伝達 

 ・警戒宣言が発せられた場合における避難誘導 

 ・警戒宣言が発せられた場合における施設・設備の点検や整備その他地震による被害の発

生の防止や軽減を図るための応急対策 

 ・大規模な地震に係わる防災訓練の実施 

 ・大規模な地震による被害発生の防止や軽減を図るために必要な教育と広報 

 更に大震法によって、地震防災対策強化地域にある事業所には、次のような地震防災応急

計画の策定と届け出が義務付けられている。 

① 警戒宣言が発せられてから地震が発生するまでに講ずる操業、営業の停止や中断などの

危険防止措置に関すること 

② 混乱防止措置（例：顧客の退避誘導）など地震防災応急対策に係わる措置に関すること 

③ 従業員などの防災訓練、教育、広報に関すること 

 東京都では、地域防災計画において企業が東海地震警戒宣言発令時の対応を消防計画に含

めることを求めている。これを受けて東京消防庁が企業に対して、 

① 地震の事前準備 

② 地震時の緊急対応行動 
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③ 東海地震警戒宣言発令時の対応、の三分野を消防計画に定めるように指導している6。 

 

（５）建築基準法 

 建築基準法（1950 年制定）の第５節第 61条～67条では防火地域を指定できるとされてい

る。防火地域は、一般的に商業地などで建築物の密集した火災危険率の高い市街地が指定さ

れるが、広域避難場所やその周辺、避難路沿道にも指定される。防火地域内の建築物につい

ては、①耐火建築物または準耐火建築物とすること、②耐火・準耐火建築物とする必要のない

小規模な附属建築物等においても、延焼の恐れのある部分に防火戸などの防火設備を設けるな

どの制限がかけられている。また、細かな基準については建築基準法施行令に定められている。 

 住宅・建築物に関する耐震性の基準は、1981 年に改正されたが、我が国にある約 4,400万

戸の住宅のうち約 2,100万戸が 1981 年以前の建築であり、国土交通省の推計によれば、その

うち約６割の約 1,400万戸で耐震性が不足している状況にある7。 

 

３．企業の防災への対応状況 

 1995 年に発生した阪神・淡路大震災において、多くの企業が甚大な被害を被った。一口に

被害といっても、人的損失から、社屋や工場といった物的損失、また事業中断による操業損

失、近隣の企業よりも多大な被害を被った場合や事業復旧が遅れる場合等に、十分な防災対

策を講じていなかったことによる企業ブランドの低下、これにともなう株価下落、顧客との

取引停止等多岐にわたる。 

 以下では、地震を中心として、爆発・火災、風水害等に対し企業は如何に資産を守るべく

防災対策を講じなければならないのか、体系的に整理する。 

 

（１）ハード対策 

① 耐震化 

 企業が防災対策を講じる上で最も重要になる点が人命にあることはいうまでもない。従業

員はもとより、顧客や地域住民の安全も念頭に置かなければならない。 

 地震対策では建物の耐震化を進めることが人命を守るための抜本的な処方箋である。阪

神・淡路大震災の時に倒壊した建物の大半が旧耐震ビル（1981 年までの建築基準法に従い建

設された建物）であり、新建築基準法に基づく新しいビルのほとんどは軽微な被害であった

という。こうしたことから旧耐震ビルについては、建て替えや耐震補強工事が急務である。

また、旧耐震ビルに限らず新建築基準法により設置された建築物であっても、耐震診断を行

い、危険箇所を補強する必要があろう。更には、地震が発生した際に敷地外の歩道を歩いて

いた地域住民等が、その企業が設置したブロック塀の倒壊により負傷する危険性が指摘され

                            
6 東京都地域防災計画 震災編 

 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/04saigaitaisaku/tiikibou015/hon_index.htm 
7 平成 16 年版防災白書 
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ており、建屋の耐震補強とあわせてブロック塀の耐震補強も行わなければならない。 

 また、事業所内においては、キャビネット等から物が落下したり、直接転倒しないように

固定しなければならない。工場内の生産設備に関しても同様である。 

② 施設不燃化 

 近年、事業所や工場での火災事故が多発し憂慮すべき事態となっている（図表１－７）。こ

れは、近年の厳しい経済環境下において、設備保全コストの抑制による老朽化の進行等が考

えられる。建築物の不燃化は自らの命や資産を守るのみならず、延焼を防止して被害の拡大

を防ぐほか、地震による二次災害の防止にも有効である。 

 

図表１－７ 産業施設の火災・漏洩事故件数推移 

（単位：件） 

 平成７年 平成 14 年
平７→平 14

増加率 

火 災 134 170 ＋27％

漏 洩 210 331 ＋58％

合 計 344 501 ＋46％

（出所：消防審議会「消防防災分野における現下の諸課題への対応方策について」平成 15年 12 月 24 日答申） 

 

③ 水害対策 

 地球温暖化による異常気象の影響からか、大雨による洪水被害が頻発している。洪水や高

潮の発生する場所は、過去の被災の有無や自治体が発行するハザードマップ等により、ある

程度の予測が可能である。洪水や高潮に対する備えとしては、建物一階部分をオープンスペ

ースにする等の嵩上げが有効である。また、浸水防止装置や土嚢の準備も必要となる。 

④ 物資の備蓄、防災資機材の配備 

 災害が発生し、道路等の交通インフラが寸断され、陸の孤島となることや、洪水等による

浸水では水が引かないため建物から出られない場合も想定される。このような場合に備えて

食料品等の物資を備蓄8しておかなければならない。 

 また、スコップやハンマー等をはじめ、事業所の規模によっては放水車や移動式のポンプ

といった防災資機材を設置する必要もあろう9。 

 防災の基本的な考え方は「自助」・「共助」・「公助」である。確かに行政にしかできないよ

うな、大掛かりな救助活動や物資の配給等はあるが、大規模な災害ともなると全ての人を同時

に助けるのは不可能であることから、まず第一には自分の身は自分で守ること、第二には地域

の人々との助け合いが重要になる。その意味において、食料品や防災資機材の配備は、自らの

                            
8 阪神・淡路大震災時においては、災害発生後４日目から救援物資が流通しはじめたことから、３日分の備

蓄が目安となっている 
9 石油コンビナート等災害防止法において、特定事業者に対して防災資機材の設置を義務付けている 
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命を守る備えとなるほか、地域住民に対する救助や支援にも活用できる等地域貢献につながる。 

 

（２）ソフト対策 

① 組織体制 

 緊急時には予め設けた設置基準10により、速やかに災害対策本部を設置した方が、素早い

意思決定や迅速かつ適切な対応が可能となる。組織体制は事業形態や規模によってそれぞれ

変わってくるが、一般的には対策本部長には社長や役員の経営トップ層を充て、その下に消

火や救助を行う消火隊、負傷者の応急措置を行う救護隊、従業員や顧客の安否確認を行う部

隊や、各部隊間の連絡や情報収集、行政との窓口となる総務隊を設ける。また、災害発生か

ら数時間が経過し被害状況や規模が明らかになってきた頃には、事業復旧に向けたフェーズ

となることから、引き続き従業員及びその家族の安否確認を行う部隊のほか、資材調達、生

産設備の修繕、顧客への対応、物流手段の確保を担当する部隊を設置する（図表１－８）。こ

のような不測事態の組織編制は基本的には、従業員が勤務している時間帯に災害が発生し、

従業員にもほとんど死傷者が出なかったことを想定しているものと思われる。しかしながら、

阪神・淡路大震災では朝方の出勤前の時間帯で、死傷者も数多く発生し、また交通インフラ

も完全に麻痺した。神戸では、震災当日に出勤してきた従業員が半数にも満たなかった企業

が多かったという。そのような事態も想定した組織編制を考慮しないと、実際には防災対策

が全く機能しない恐れもある。 

 

図表１－８ 災害時対応組織の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：政策銀作成） 

                            
10 例えば、東海地方の企業では、東海地震の警戒宣言が発令された時、あるいは震度６弱以上の地震が発生

した場合等といった設置基準を設けている。 
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② 指針、計画、マニュアル 

 防災の基本的な考え方や活動方針を定めた「防災指針」のようなものを制定して従業員へ

の周知をはかることが、全社として防災に取り組むという意気込みを示すためにも必要であ

ろう。また、防災対策を具体的に進める上での防災計画も作成しなければならない。これは、

事前計画、発災時対応計画、復旧計画と大きく分けて三つのフェーズがあるのでそれぞれに

対応したものを策定しなければならない。更に、避難行動や消火活動、安否確認等の具体的

な実施手順を定めたマニュアルを作成し、各事業所・部署ごとに配備して従業員への周知徹

底が必要である。特にマニュアルの作成においては、想定する災害規模を極力最大限にする

ことが肝要である。阪神・淡路大震災において、せっかくマニュアルを有していたのに、想

定災害規模を低く見すぎていたため全く機能しなかったという事態が生じている。 

③ 訓練 

 通常、訓練というと消火訓練や避難訓練といったことが想起されるが、防災訓練にはもっ

と様々な要素が求められる。例えば、そもそも防災対策本部の設置がスムーズに行われるか、

混乱時における従業員の安否確認や情報の伝達が確実に実行されるか、といった各状況に応

じた訓練、それらを総合的にシミュレートする訓練を行わなければならない。 

④ 従業員教育 

 災害発生時に円滑に防災対策を施すには、定期的な訓練のほか、一般従業員に対する地震

や火災、水害等の災害に関する知識、災害時の行動基準やマニュアル、負傷者に対する救急

知識等の教育が必須である。災害対策担当者に関しては更に外部のセミナーや講習会に参加

する等、一般従業員のそれよりも高度な教育が必要となろう。 

⑤ 地域貢献 

 前述のとおり、災害には「自助」「共助」「公助」という考え方で望まなければならない。

災害の規模が大きければ大きいほど「公助」には期待できなくなり、お互いの助け合いが必

要なことはいうまでもない。企業として、予め行政や地域との連携を行い、地域全体の防災

力向上を図ることが重要である。 
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第２章 市場の力を活用した企業の防災力向上 

 

１．防災を検討する枠組み 

（１）防災とは 

 ここで改めて防災に対する枠組みを整理してみよう。我々は、地震、台風、津波をはじめ

とする自然災害に限らず、交通事故、ビル火災、工場の爆発、コンクリートの剥落、放射能

汚染、航空機墜落、船舶からの重油流出など人工物に関する人為的ミスによる災害、更には

殺人、窃盗、テロリズム、戦争などの意図的な行為により安全が脅かされる。このうち本レ

ポートでは特に、意図せざる原因によるもののうち、被害の影響範囲の広いものへの対処を

「防災」と定義し、防災への取り組みについて検討を加える。 

 防災の目的は、人命、財産、及び経済・社会活動を災害から守ることである。防災を整理

し検討する軸としては、目的（人命か、財産か、経済・社会活動か）、災害原因（地震、台風・

豪雨、ビル火災、工場事故等）、時間（発災前、発災直後、復旧・復興）、空間（グローバル・

国土レベル、エリアレベル、ゾーン・メッシュレベル）、主体（公共セクター、民間セクター：

企業等）等が挙げられる。現状の防災への取り組みを、これらの軸で整理し、空白分野やボ

トルネックが発見されればそれを見直していく必要がある。例えば、時間と影響度で整理し

たのが図表２－１である。 

 まず、横軸は時間の経過を、発災、発災直後、復旧・復興に分けている。縦軸は災害・影

響の規模を表し、上に行くほど被害が大きいことを表している。 

 発災には自然災害と人為災害があり、そのうち人為災害の原因除去をすることが、発災前

のフェーズの防災対応となる。被害は発災直後の対応によって災害をなくす（真下向きの太

い矢印）、あるいは抑える（右下に向う太い矢印）ことができる。対応がうまく行かないと、

災害規模は拡大する（右上向きの矢印）。復旧・復興対応にも成否があり、被害の程度がかわ

ってくる。 

 一番右側の曲線が、最終的な災害の規模の分布を模式的に表したものである。発災前、発

災直後、復旧・復興の各段階の対応により、分布を下側にシフトさせ、また分布の形状を変

え、大災害となる頻度を少なくし、また被害の程度を引き下げることが防災である。 
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図表２－１ 防災の概念整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：日本政策投資銀行 Policy Planning Note 第９号「防災－安全な社会に向けて今何が必要か－」） 

 

（２）枠組みの整理 

 防災に関する具体的な対応について、時間、空間、主体それぞれの視点から整理したのが

図表２－２である。時間的な整理に関しては横軸に時間を取り、事前対策、災害直後対策、

復旧・復興対策にわけて整理している。次に空間的にはグローバル・国土レベル、エリアレ

ベル、ゾーン・メッシュレベルでの整理が可能である。グローバル・国土レベルの視点から

は、近年の災害に新しい特性が加えられている。1999 年の台湾大地震の際には世界の半導体

価格が高騰した。台湾が世界の半導体工場としての役割を担っているためである。日本にお

いても、一工場における生産が、日本または世界の供給量のなかで大きな比率を占める製品

が数多く存在する。そういった生産設備が災害により機能できなくなると、その経済的な影

響範囲は直接被害の範囲を大きく超えて波及する。国内でも 1997 年におこったアイシン精機

の工場火災によってトヨタ自動車向けブレーキ部品の供給が停止し大きな影響をもたらした。

これらの事例からも解るように企業にとっては、被災に備えて工場の分散を図るといった

ＢＣＰからの発想が必要になっている。 

 エリアレベルでは地域における中核企業等の被災が地域経済に大きな影響を与える。そう

したことから地域への災害影響度を把握するため、国内生産拠点等の地理的配置状況に関す

るデータベースの構築を図る等の方策が考えられる。更に統合ＧＩＳ（Geographic Information 
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図表２－２ 防災への対応の整理 

 

 事前対策 災害直後対策 復旧・復興対策 

時
間

的
な

整
理

 

 

○対応すべきエマージェン

シーの把握・明確化 

○災害原因（人為災害の場

合）除去 

○発災時の被害最小化（事

前対策） 

○資金面・環境面の制約の

なかでの最有効な防災対

策 

○対応すべきエマージェン

シーの特定／優先順位付

け 

○被害拡大防止 

○想定外の事象への対処 

○被災直後の混乱防止 

○経済的混乱の防止 

○間接的影響の拡大防止 

○物理的原状復帰 

○経済的・社会的原状復帰

（従前以上の機能が求め

られる場合あり） 

グローバル・国土レベル 

国内工場の大規模

被災が国内外の生

産に影響 

・工場分散 ＜グローバル化＞ 

エリアレベル 

地域における企業

等の被災が地域経

済に大きな影響 

・GIS（地理情報システ

ム）の活用 

・地域産業防災データベ

ース（防災マップ）の

作成 

＜情報＞ 

空
間

的
な

整
理

 

ゾーン・メッシュレベル 

・旧耐震ビル 

・木造密集市街地

の再生 

・地域と企業の連携 

・企業同士の連携 

・地域同士の連携 

＜コミュニティ＞ 

公的セクター 

 

 

・防災計画の策定 

・国土管理、生活・産業、

物流等分野別及びその相

互関係に関し、予測情報

の的確な活用による事前

対策 

 

・ボランティアのコーディ

ネート、基金・救援物資

の整理 

・権限の切り替え・組織連

携 

・復旧・復興計画 

・的確な資源配分 

（優先順位付け） 

・資金援助、支援税制 

・緊急融資 

 

 

・構造物のライフサイクル

マネジメント 

・フェイルセーフ対策 

・構造物の補修・強度アッ

プ 

（リスク量に見合う対

策、既存ストックの有効

活用） 

 

・救出・延焼防止 

・二次災害回避 

・補修・再生、新設物の強

化 

主
体

か
ら

の
整

理
 

 

民間セクター 

（企業） 

 

・防災マニュアル／BCP 作

成 

・災害予測・シュミレーシ

ョン 

・構造物の物理的強度向上

・物理的分散： 

 過度の集中是正・バック

アップ 

・防災会計 

・防災ビジネス 

 

・避難・救援、情報伝達、

資源投入（優先順位付け）

・産業・物流・金融の混乱

回避 

・避難訓練 

・BCP の実行 

・バックアップオフィス 

・補修・再生 

・金融契約の活用 

（出所：日本政策投資銀行 Policy Planning Note 第９号「防災－安全な社会に向けて今何が必要か－」資料を改訂） 
 

共助

公助 

自助 

共助 
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System）に代表されるような、セキュリティ関連情報を統合的に収集・伝達・分析できる体

制を構築することが防災に大きな効果を発揮する。 

 ゾーン・メッシュレベルの視点からはコミュニティの重要性が認識されている。阪神・淡

路大震災の際に震災後の人命救出活動で結果としてより多くの命を救ったのは市民だった。

市民が数万人の生き埋め者を救ったのに対して、自衛隊、消防、警察が救出したのは、救出

活動に難易度の差はあったにしろ、合計約５千人でしかなかったといわれている。今後、自

治体、企業、ＮＰＯ等が連携することによって地域の防災力を向上させることが求められる。 

 主体としては大きく公共セクターと民間セクター（企業等）に分類される。公共セクター

は防災計画を策定し、構造物の耐震化を進める。更に発災時、復旧・復興において中心的な

役割を果たす。一方、民間は発災前においては防災への準備を行い、発災後は公共セクター

と連携しながら対応を進める。大きな災害時には公共セクターの対応には限界があり、民間

セクターの自主的、先導的な取り組みが今後、一層求められている。本レポートでは、民間

セクター（企業等）の防災力向上を如何にして図るかを中心に議論を進めることとする。 

 

２．市場の力が求められる背景 

 既述の通り防災への取り組みは自助、共助、公助から成り立っているが、公助に関しては

国や地方公共団体の財政制約がある（図表２－３）。そのため自助や共助によって企業自らが

防災への取り組みを図ることが一層、必要となる。 

 

図表２－３ 防災関連国家予算の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：防災白書） 

 

 オフィスビル総合研究所の調査によると、首都圏のオフィスビルの約３分の１が、耐震性

に問題があるとされる旧耐震構造ビルである。政府は耐震改修促進法により耐震ビルへの転

換を図ろうとするものの、この法律に強制力がないこと等から耐震化はなかなか進んでいな
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い。このように、規制だけによって防災力の向上を図ることには限界がある。こうした状況

を打破するためには、市場の力を利用し企業の防災への取り組みを適切に評価することで、

企業が自発的・戦略的に防災力向上に努める環境を作り出す方法が有効であろう（図表２－

４）。そのためには、以下の取り組みがあげられる。 

① 企業がリスクマネジメントの一環として防災投資を実行し、不測の事態が発生したとき

に、できるだけ業務を中断することなく、通常業務に復帰できるよう平時から戦略的にプ

ランを準備しておく事業継続計画（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）を作成する、次に

ＢＣＰを実行するためのリスクファイナンスを確保し、地域との連携を進めるとともに、

防災会計や報告書等によって防災に対する企業自身の取り組みを開示する。 

② それを受け、適切な防災への取り組みを図る企業が社会的に評価される仕組み（防災格

付け、防災社会責任投融資）を構築する。 

③ 企業活動を通じて、防災対策関連の様々な防災製品・サービスが生み出されているが、

今後一層の普及・促進を図る。 

 以下、市場の力を活用した防災力向上への様々な取り組みを見ていくこととする。 

 

図表２－４ 市場の力を活用した企業の防災力向上の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：政策銀作成） 

 

３．様々な防災関連ビジネス 

（１）市場から創出された防災関連製品・サービス 

 企業活動を通じて、防災対策関連の様々な製品・サービス（図表２－５）が生まれている

ものの、まだその動きは端緒についたばかりである。 

 防災関連ビジネスとしては、建物の免震・耐震設計、補強工事をはじめとする地震に備え

た事前対策型の減災ビジネスが主としてあげられる。また、近年は、事業継続計画（ＢＣＰ）

を有しているかどうかが取引条件になる等、被災後に如何に企業の事業継続性を確保するか、

という事業継続マネジメント（ＢＣＭ）という考え方が徐々に浸透している。このため、コ

ンサルティング会社によるＢＣＰ作成支援サービスも開始されている。 
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 ここでは、一般的な免震・耐震関連製品やＢＣＰ作成支援以外の、特徴的な防災関連ビジ

ネスを紹介したい。 

 

図表２－５ 防災関連ビジネス一覧 

 

種 類 主 な 企 業 内   容 

インフラ関係 ㈱ウェルシィ 分散型水源システム 

自動販売機メーカー、自動販売機運営会社 自動販売機に電光掲示板を装着 

㈱レスキューナウ・ドット・ネット 災害情報の発信、安否確認システム 情報サービス 

NTT コミュニケーションズ㈱ 携帯電話を活用した安否確認システム

安 全 対 策 ㈱宝永工機、静岡県静岡工業技術センター 防災ベッド 

ベルフォア（独） 事業復旧に係わる清掃等 
復旧サービス 

HP(米）、IBM(米）、SunGard(米）、日本 HP、日本 IBM バックアップ、コンサルティング 

（出所：新聞記事等より作成） 

 

（２）具体的な事例 

① 分散型水源システム 

 地下水を汲み上げて濾過することにより、平常時には水道水として、災害時には緊急用の

井戸としての利用が可能である。阪神・淡路大震災や新潟県中越地震において、水道インフ

ラが壊滅状況であった時でも、井戸等の地下水は無事であったことから、この分散型水源は、

地震災害にも強い「水」インフラとしても注目を集めている。 

 

図表２－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：㈱ウェルシィホームページ） 
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② 災害対策用自動販売機 

 ポケットベルが内蔵された電光掲示板を装着した自動販売機で、災害情報等をリアルタイ

ムで提供できるほか、平時においても防災に関する情報を流すことで、広く防災に対する意

識向上を図る等の効果が期待できる。更に、災害等の緊急時においては、無償でなかの商品

を提供できる機能も備えており、自治体を中心に普及が進んでいる。 

 

図表２－７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：千代田区ホームページ） 

 

③ 防災ベッド 

 阪神・淡路大震災において、犠牲者の約 84％が建物倒壊による圧死や窒息死であった。地

震対策には建物の耐震化が抜本的な処方箋となるが、費用面における問題から実行したくて

もできない家庭が多い。その状況において、防災ベッドは、比較的安価に、建物が倒壊した

り家具が落下・転倒した場合にも安全な空間を確保することができる。 

 

図表２－８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：静岡県ホームページ） 
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④ 安否確認システム 

 災害時においては、家族や友人知人、従業員等の安否確認のため、一斉に固定電話、携帯

電話を使用するため、回線が輻輳してつながりにくい状況が続く。そのような事態に備えて、

ＮＴＴグループでは 1998年より「災害用伝言ダイヤル」を有事の際及び毎月１日11に開設し

ている。このほかにもＮＴＴドコモの「ｉモード災害用伝言板サービス」やＮＴＴコミュニ

ケーションズやレスキューナウ・ドット・ネット等が提供する、携帯電話の電子メールを利

用した安否確認サービスがある。このサービスでは、予め登録した従業員の携帯電話等に一

斉に安否を問う電子メールを送信し、その返事をシステム上で集計することで、管理者側が

従業員の安否を効率的に確認することができる。 

⑤ 災害復旧サービス 

 災害復旧サービスは、コンサルティングやシステムのバックアップ、代替オフィスの提供

等の業務や、火災や水害によるオフィス機器等の損傷を修復・清掃するサービスと多岐にわ

たる。ハリケーン等の自然災害、テロや戦争といったリスクを抱え、日本に比べ危機管理意

識の高い米国におけるバックアップ復旧サービス市場は、民間市場調査会社ＩＤＣによると

30億ドル以上ともいわれる。 

 建物の耐震化や不燃化、水害に対する備え等、万全の防災対策を施していたとしても、ダ

メージを被るケースもありうる。この場合に災害復旧サービスを利用することで、早期に事

業を復旧し、損失を極小化することが可能となる。 

⑥ リファイン建築 

 建物の耐震化のための試みとして、建築家青木茂氏の「リファイン建築」という活動が注

目される。既存ストックを低コストで新しく再生するとともに、耐震性能を向上させるもの

である。現在、日本の建築ストックの約半分が 1981 年以前に建築されたものであり、当時の

旧耐震基準にそった耐震性能しか備えていない可能性が高い。道路や橋など土木構造物を含

め、膨大なストックの耐震性能を上げていくことが必要であるが、新設物件のみでこれらを

まかなうことは、コストや環境面で限界があることから、こうしたリファイン建築に代表さ

れるライフ・サイクル・マネジメントという発想が重要になってくる。 

⑦ 防災マークの検討 

 中央防災会議「民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会」において、防

災に資する製品やサービスに対して「防災マーク」を付与する仕組みを検討することが示さ

れた。 

 この防災マークは、環境分野でのエコマークと同様に、消費選好において、防災（＝安全）

に対する選択肢を明確化することにより、消費選好を通して防災力向上や消費者の防災に関

する意識啓発を目指している。また、防災性という付加価値の創出により防災関連市場の活

                            
11 平成 16 年９月より、毎月１日に体験利用ができるようになったほか、防災週間（８月 30 日から９月５日）

にも利用できる。 
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性化が期待される。将来的には、防災関連市場の活性化に伴い、防災関連製品・サービスの

低価格化が進み、それがより一層の普及を促すという好循環が期待される。 

 

４．新たなリスクファイナンス 

（１）金融スキームの検討 

① 地震災害時融資実行予約契約（Contingent Debt Facility：ＣＤＦ） 

 1990 年代に入り、高額の補償を必要とする災害が多発し、いくつかの保険会社や再保険会

社が破綻し、保険料も上昇した。このため、災害リスクを再保険市場よりも断然大きい金融

市場で分散して保有するための災害保険の証券化等の代替的方法が検討されるようになった。

このように金融市場を利用した保険的リスクのヘッジは「リスクファイナンス」と呼ばれる

金融分野に属する。金融工学の発達や自然災害等のリスク評価技術の向上もあり、今後、リ

スクファイナンスの一層の普及が期待されている。 

 災害の発生によって、財務的には資産価値の下落、休業損失、資金繰りの悪化等の直接的

な損失に加え、株価の低下、格付けの低下による資金調達条件の悪化等の間接的な影響も出

てくる。こうした財務的なリスクに対しては地震保険、自己保有（現預金の積み増し）、リス

クファイナンス手法を組み合わせて対応することが必要となる。 

 東海地震や首都直下地震が発生すれば、その被害は甚大なものになることから、保険会社

は、東海地方や首都圏を対象とした企業向け地震保険の引き受けに慎重になっている。また、

仮に企業が地震保険をかけていたとしても、地震保険は建屋の倒壊といった物的損害だけし

か補償せず、操業停止に伴う売上減少による資金繰りの悪化には対応していない。こうした

事態に対応するため、地震災害時融資実行予約契約（ＣＤＦ）は、地震災害リスクを定量的

に評価し、それを金利に反映させることにより、必要不可欠な震災復旧資金の一部を借入の

形で予防的に手当てし、地震発生後のつなぎ資金を確保できる点に特徴がある。また、この

ようなリスクファイナンスを実施することにより、企業として地震等のリスクへの対応を図

っている姿勢をアピールできる効果もある。 

 日本政策投資銀行では、三井住友海上火災保険、静岡銀行とローン・アレンジャーとして

協調し、巴川製紙所（アドバイザー：みずほ証券）に対し、地震災害時融資実行予約契約

（ＣＤＦ）とシンジケート・ローンを組成した（図表２－９）12。今後、事業継続計画（ＢＣＰ）

の一環に、地震保険とそれの補完的な手法として地震災害時融資実行予約契約（ＣＤＦ）を

検討する企業が増えてくるものと予想される。 

 

 

 

 

                            
12 http://www.dbj.go.jp/japanese/release/rel2004/1108_pfi.html 
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図表２－９ ＣＤＦのスキーム図 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：本行ホームページ） 

 

② ＣＡＴボンド 

 ＣＡＴボンドとは、カタストロフィリスク（Catastrophe Risk：地震、洪水等の大災害リス

ク）を証券化することにより、そのリスクを投資家に移転するものである。 

 発行債券への投資資金は信託勘定（通常タックスヘイブンに設置）にて安全運用を行うが、

予め定められた規模以上の震災発生時には投資家は償還権利を失い、発行者へ即時払い出し

がなされる。没収リスクの見合いとして投資家に支払われるプレミアム負担は、発行者にと

っては保険料に相当する。 

 地震保険の確保ができないような状況において、ＣＡＴボンドは、巨大な債権市場を通じ

て資金確保が可能であり、即時の資金入手が可能なことから、リスクファイナンスの一例と

して期待される。 

 日本においては、オリエンタルランドやＪＡ共済連等の導入事例がある。 

 

図表２－10 ＣＡＴボンドのスキーム図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：政策銀作成） 
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 地震保険、ＣＡＴボンド、地震災害時融資実行予約契約の特徴を整理すると図表２－11 の

通りとなる。 

 

図表２－11 リスクファイナンス手法の比較 

 

 地震保険 ＣＡＴボンド 地震災害時融資実行予約契約 

期間 短期（１～２年） 長期可能（10 年程度） 長期可能 

コスト 保険料毎年見直し プレミアムとしてコスト確定 地震対応力等に応じて金利確定 

支払いの 

アベイラビリティ 
世界の再保険市場 10 兆円 

世界の債券引受市場 3,000 兆円 

調達済み資金としてリスクフリー
高い 

即時払出 査定手続き有り トリガー条件による即時払出 トリガー条件による即時払出 

課題 引き受け能力に限界がある
災害モデルの精度 

ベーシス・リスク 

災害モデルの精度 

ベーシス・リスク 

その他  
ＪＡ共済連：550億円 

オリエンタルランド：200億円 

オリエンタルランド：100億円 

巴川製紙所：40億円 

（出所：新聞記事等より政策銀作成） 

 

③ 防災ＳＲＩファンドの検討（大丸有ファンド） 

 大丸有とは東京駅周辺の大手町・丸の内・有楽町をさす地域のことで、面積 111ha に立地

企業 4,100 社、就業者 24 万人を抱え、国内総生産の 20％をも担う日本を代表するオフィス

街である。この地域で災害が発生した場合、直接的な被害のみならず事業中断による被害は

甚大なものと想定される。 

 大丸有ファンドとは、未だ構想段階ではあるが、自助・共助による減災能力が高い企業を

投資対象とすることにより、地域全体の防災力を高め、また、事業継続性の向上を図るため

の「防災ＳＲＩファンド」である。環境対策に熱心に取り組む企業を投資対象とするエコフ

ァンド等のＳＲＩ（社会的責任投融資）の普及が進むなか、防災ＳＲＩファンドの組成も期

待される13。 

 

（２）不動産証券化における地震リスク評価 

 不動産証券化とは、不動産そのものの財産価値と賃料等の収益を受け取る権利を対象とし

て、投資家から投資を募る仕組みのことである。2001 年に「Ｊ－ＲＥＩＴ」がスタートした

ことや、企業資産のオフバランス化が図れることから、2005 年の減損会計導入を目前に市場

は拡大中である。また、財務内容が悪く社債の発行や銀行借入が難しい企業にとっては、新

たな資金調達の手段としても活用されている。 

 不動産を証券化する際に、その不動産のもつ価値を、法規制や不動産市場動向、土壌汚染

等の環境的側面、建物の耐震性や地盤・地質等を含む総合的な観点から適正に評価（デュー

                            
13 詳しくは第４章を参照。 
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デリジェンス）しなければならない。デューデリジェンスを行った結果は、格付け機関や投

資家に提示14され格付けの判断材料ひいては投資の判断材料となる。建物の耐震化等の防災

対策を行うことが、不動産価値の適切な評価を通じて物件の価値向上につながるのである。 

 

５．ＣＳＲ（企業の社会的責任）と防災 

 近年、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の議論が盛んに行われている。これは、社会環境の変

化に伴い、様々なステークホルダーが出現していることや、ひたすらに経済的側面を追求し

てきたような企業姿勢ではなく、環境的側面や社会的側面にも目を向けなければ、企業とし

ての信頼やブランドイメージ、ひいては企業価値を著しく損なうような危険性に企業が気づ

きはじめたからにほかならない。 

 ＣＳＲの目指すべきところは、経済的側面と環境的側面、社会的側面の三つがバランスよ

く調和している状態である。地球温暖化が叫ばれる近年は、環境に対する企業の取り組みも

盛んになってきており、環境に配慮した事業活動や製品（サービス）開発を行っている企業

も多い。では、社会的側面についてはどうだろうか。社会と一口にいっても、それは実に多

様で、企業倫理や道徳、コンプライアンス、市民活動への支援、メセナ等の様々な切り口が

存在する。これは、従来から企業が取り組んできている分野であるが、多発する企業の不祥

事から、改めて企業倫理やコンプライアンス等が消費者や株主をはじめとするステークホル

ダーから問われている。 

 例えば、耐震改修促進法には強制力はないものの、コンプライアンス等の観点からは、耐

震性の診断を行い手当を施しておくことが求められる。発災時にこうしたビルで問題が起き

たときは最悪の場合、訴訟問題につながる可能性がある。また、要警戒区域に地域指定され

たため、その地域では、改修工事や建替え、テナントの移動等が急速に起こったという話も

ある。これらの事例からみても企業等は、法令の遵守を超えたレベルで企業の責任が問われ

ているのである。 

 これからのＣＳＲに求められるのは、経済的側面を追求しながらも、持続可能な社会の形

成に向けて、環境や社会に配慮した活動を行うことである。防災に関しても、万一災害が発

生した場合に備え、自らの資産を守るのみならず、地域住民の安全、地域経済、雇用問題、

製品やサービスの安定的な供給への影響を視野に入れて取り組んでこそ、ＣＳＲを実践して

いるといえるのではなかろうか（図表２－12）。 

 

 

 

 

                            
14 一般的には、ＰＭＬ（予想最大損失）が 20％を超えると、証券化の際の格付けが低下するといわれてい

る。 
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図表２－12 企業の防災への取り組みの全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：政策銀作成） 

 

６．災害時における地域との連携 

（１）行政との連携 

 災害発生時においては、「公助」の部分に当たる行政の役割が最も重要である。しかしなが

ら、その災害の規模が大きくなればなるほど「公助」が行き渡らなくなるのは阪神・淡路大

震災や新潟県中越地震等過去の大災害から見ても明らかである。 

 「自助」により自らの安全確保、家族や従業員の安否が確認できた市民や企業が「共助」

にまわれば、そのパワーは相当なものになろう。特に、企業という組織化された集団は、そ

の独自のスキルや施設を「共助」に転用することが可能であれば、行政が行う「公助」と同

等かそれ以上の貢献が果たせるものと期待される。 

 そのためには、平時から地域社会や行政とネットワークを構築し、地域全体として防災力

を高める施策が求められる。 

 以下は、行政と企業との具体的な連携事例である（図表２－13）。 

① 生活物資や燃料の確保に関する協定 

 大規模災害時に食料や生活物資、燃料が不足する場合に備えて、物資を確保・供給できる

ようコンビニエンスストア、スーパー、ガソリンスタンド等と協定を締結する。 

② 交通インフラの確保に関する協定 

 道路等が、陥没や障害物により通行不能となるような状態になった場合、建設・土木業界

等に支援を要請できる協定。 

③ 避難場所、帰宅困難者の受け入れに関する協定 

 災害時における一時避難場所として、ホテルや旅館等の民間企業や大学等の敷地や施設等

を開放する協定。また、帰宅困難者に関してはガソリンスタンドと協定を締結し、受け入れ

支援を要請する。 

④ 輸送ルートの確保に関する協定 

 道路や鉄道が寸断され陸の孤島になるような状況も想定されることから、生活物資や救援

活動人員等を輸送するため、船会社等との協定を締結する。 
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⑤ 生活資金の特別貸付に関する協定 

 災害後の混乱時期においても、被災者が円滑に生活資金の融資を受けられるようにするた

めの事前協定。 

⑥ 災害情報の提供に関する協定 

 テレビ放送局やラジオ放送局等と、災害時における災害情報を通常番組に優先して放送す

るための協定。 

 

図表２－13 行政と企業の主な協定 

 

協定内容 自治体 企  業  等 

徳島県 徳島そごう、ローソン、サンクスアンドアソシエイツ等 

滋賀県 ファミリーマート 

静岡県富士宮市 アサヒ飲料 

神戸市他 19 市７町 コープ神戸 

神奈川県厚木市 サッポロビール飲料、愛媛県農業協同組合連合会 

生活物資供給 

和歌山県 セブンイレブン・ジャパン 

燃料の確保 徳島県 徳島県石油商業組合 

練馬区 練馬区建設業協会、東京都自動車整備振興会練馬支部等 

和歌山県 和歌山県建設業協会 

埼玉県 埼玉県産業廃棄物協会 

交通インフラの確保 

（瓦礫の除去等） 

静岡県、静岡県警 静岡県救援レッカー事業協会、静岡県レッカー事業協同組合

埼玉県 埼玉県石油業協同組合、浦和東武ホテル等他４軒 

名古屋市 ノリタケ 

東京都 東京都石油商業組合 

新宿区 早稲田大学、学習院大学等 

千代田区 明治大学 

避難場所の提供、 

帰宅困難者受け入れ 

千葉県 千葉県石油商業組合 

和歌山県 南海フェリー 

静岡県 日本道路公団 

静岡県 県内航行の全船舶運行事業者 
輸送ルートの確保 

徳島県 徳島県トラック協会 

生活資金貸付 静岡県 静岡銀行、清水銀行、スルガ銀行 

災害情報の提供 江東区 東京ベイネットワーク、レインボータウンエフエム放送 

（出所：新聞記事等から政策銀作成） 

 

（２）企業同士の連携による地域防災 

 行政と企業の連携に加え、企業同士の連携により地域防災力の向上を図ることも重要であ
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る。日本では企業同士が連携して地域の防災力を向上させているケースは多くあり、以下、

企業同士の連携による事例を紹介する。 

① 「大規模災害対応連絡会」（静岡県富士市） 

 富士市には製紙・化学関連分野を中心とする大規模工場が集積しており、東海地震による

一次的な被害15はもとより、工場の爆発・火災等の二次的な災害の極小化が、行政機関や地

域住民から求められていた。しかしながら、個々の企業に話しを聞くと、防災対策をやろう

としても何からはじめたらいいかわからない、という企業が多く、また、組織体制のなかで

防災を担当するポジションすらない状態であった。このため、富士商工会議所が音頭を取っ

て、平成 16 年４月に「大規模災害対応連絡会」を設置した。メンバーは参加を希望した約

30 社に加え、静岡県や富士市等の行政機関も名を連ねている。 

 同会の目的は、各担当者で問題を持ち寄り、情報交換・共有を行うことによって、各企業

の防災に対する問題意識の醸成やノウハウの習得、具体的な対策の検討やマニュアルへの落

とし込み等を進め、地域全体の防災力の向上を図るものである。参加企業にとっては、他社

の具体的な防災対策、防災リスクマネジメントの情報やスキルが得られる場となっている。

また、県や市、同所にとっても、地域全体の安全を確保することが第一ではあるが、地域防

災力が低い状態で罹災した場合に地域経済や雇用に甚大な影響を及ぼすことは明白であるの

で、地域産業の維持・確保という観点からも期待が大きい。 

② 大丸有「防災隣組」（東京都千代田区） 

 前述のとおり、日本のＧＤＰの約 20％を生み出す、日本経済の中枢ともいえるのが大手

町・丸の内・有楽町すなわち大丸有地区である。 

 今後 30 年間以内に 70％の確率で発生するといわれる首都直下地震が発生した場合、東京

都の想定によると千代田区で 60万人もの帰宅困難者が発生するとされている。地域全体の防

災力向上とともに、この帰宅困難者対策問題をどのように解決するかが大きな課題となって

いる。 

 この課題に取り組んでいるのが、大丸有地区の周辺企業約 60 社で組織し、この地区の最大

の地権者で「大家」ともいえる三菱地所㈱が舵取り役を務める「東京駅・有楽町駅周辺地区

帰宅困難者対策地域協力会」（防災隣組）である。 

 平成 17 年１月、この防災隣組と千代田区が主催し、首都直下地震が発生したと想定して帰

宅困難者を安全かつ早期に帰宅させることを目的とした総合的な訓練が実施され、避難誘導

訓練や帰宅訓練、自衛隊による物資輸送演習などが行われた。 

 

                            
15 静岡県による「第３次地震被害想定」によると、東海地震が発生した場合において、富士市では震度６弱

以上が予想され、建物被害については、大破が 6,745 棟とされる。 
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第３章 企業のリスクマネジメントと事業継続計画（ＢＣＰ） 

 

１．企業のリスクマネジメントに関する動向 

（１）日本の動向 

 阪神・淡路大震災やその後に相次いだ事件、事故、不祥事などをきっかけに 2001 年３月に

日本工業規格として「リスクマネジメントシステム構築のための指針」が発表された。当該

規格は、企業や自治体のリスクマネジメントや危機管理を支援するための標準的手法を提供

している。内容としては、経営者の関与と日常の対応策の充実、及び人材の育成など、企業

経営の枠組みとしてリスク対策を捉えており、リスク対策のＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）

を繰り返すことによりリスクに強い企業になるよう継続的な体質改善を求めている。環境マ

ネジメントシステム ISO14000 や品質マネジメントシステム ISO9000 と同様に経営の枠組み

を定めたものであるが、認証制度ではなく、あくまでも企業の自主的な取り組みである。以

下の７原則から成り立っている。①リスクマネジメント方針、②リスクマネジメントに関す

る計画策定、③リスクマネジメントの実施、④リスクマネジメントパフォーマンス評価及び

リスクマネジメントシステムの有効性評価、⑤リスクマネジメントシステムに関する是正・

改善の実施、⑥組織の最高経営者によるレビュー、⑦リスクマネジメントシステム維持のた

めの体制・仕組み。原則⑦で組織や仕組みを作り上げ、それに基づき原則①から原則⑥まで

を繰り返すことにより継続的な改善が可能となる16。対象は企業や自治体などすべての組織

である。 

 これ以外の動きとしては、2003 年６月に経済産業省によるリスク管理・内部統制に関する

研究会が「リスクマネジメントと一体になって機能する内部統制に係わる指針」を出した。

本指針において、リスクマネジメントを「企業価値の維持・増大していくために、企業が経

営を行っていく上で、事業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理する活動」、内部統制

を「企業がその業務を適正かつ効率的に遂行するために、社内に構築され、運用される体制

及びプロセス」と定義した。その上で、この異なる背景を持つ二つの概念は、企業を取り巻

く様々なリスクに対応し企業価値を維持・向上させる観点からは、その目的を多くの部分で

共有する17とし、内部統制とリスクマネジメントの統合の必要性を強調している。 

 

（２）英国の動向 

 英国のＢＣＩ（Business Continuity Institute：事業継続協会）は、ＢＣＭ（Business Continuity 

Management：事業継続マネジメント）のガイドライン策定、ＢＣＭ専門家の要請等を目的に

1994 年に設立された。世界 45カ国に 1,650人の会員を持つ会員制組織で、欧米各国に加え、

アジアでは香港、シンガポール、タイ、日本に拠点がある。 

                            
16 新しい企業経営とリスクマネジメント ＪＩＳ規格リスクマネジメントシステム構築のための指針

JISQ2001 東京海上リスクコンサルティング㈱より 
17 2004 年版 通商白書 
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 ＢＣＩが 2002 年に作成した「事業継続管理のための指針」では、ＢＣＭを確実に行うため

に、ＢＣＭのライフサイクルを掲げており、①事業の理解、②ＢＣＭ戦略の構築、③ＢＣＰ

の構築及び実行、④ＢＣＭ文化の構築及び浸透、⑤ＢＣＭ実行・更新及び監査からなる５段

階の連続循環プロセスにより、ＢＣＭがより強固に実施できることを想定している。同指針

はＢＳＩ（英国規格協会）のＰＡＳ56（Publicly Available Specification：正式規格発行前に暫

定的に発行される技術的には合意されたことを示す規範的な文書）となっており、コンセプ

トや具体的な手法等が統一されていないＢＣＭにおいて、世界ではじめて包括的な概念を提

示したものとなっている。 

 リスクマネジメントにおいても世界的な規格化の動きが出ており、ＢＣＩは規格化の前段

階まで進んでいるため、ＩＳＯ（国際標準化機構）への働きかけを行っている。更に米国か

らも働きかけがあり、ＩＳＯにおいてガイドライン策定の動きが出てきている18。規格化に

おける議論では各国の文化的な背景の違いもあり、リスクマネジメントの場合、海外の手法

で学ぶべき点は日本に導入しつつ、地震災害など日本にとって影響が大きい分野については、

日本の立場を明確にしていくことは重要であろう。 

 日本国内では、2003 年 12 月にインターリスク総研が日本支部として認定を受けたことを

契機に、ＢＣＩジャパンアライアンスが設立され、企業、官公庁、大学などの研究機関へ、

ＢＣＭに関する情報発信など普及・啓発活動を行っている。 

 また、1999 年９月にイングランド・ウェールズ公認会計士協会がリスクマネジメントと内

部統制の統合を要請する内容からなるターンブル・ガイダンス19を発表した。ロンドン証券

取引所は、1999 年 12月 23 日以降の決算から同取引所の上場会社にターンブル・ガイダンス

の遵守を求めており、企業のリスクマネジメントへの対応が不可欠となっている。 

 

（３）米国の動向 

 米国においては英国ほど統一的な動きではないが、ＢＣＩ、ＤＲＩＩ20、ＦＥＭＡ21（米国

連邦緊急事態管理庁）などがリスクマネジメントに関する活動を行っている。また、企業の

不祥事等を背景に、1985 年６月に会計５団体が「不正な財務報告に関する全国委員会（トレッ

ドウェイ委員会：Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission：ＣＯＳＯ）」

を発足させ、企業の内部統制への取り組みに対する検討を開始した。1987 年 10 月、同委員

会は報告書のなかで、「トップマネジメントは、不正な財務報告を防止または摘発することの

                            
18 ＩＳＯのＴＭＢ（技術管理評議会）の下に設置されたセキュリティ高級諮問グループで検討が行われてい

る。 
19 ターンブル・ガイダンス（Turnbull Guidance）は、1999 年９月にＩＣＡＥＷ（Institute of Charted Accountants 

in England and Wales：イングランド・ウェールズ公認会計士協会）が発行したものであり、企業におけるリ

スクマネジメントと内部統制システムの導入を促進させる内容からなる（企業リスク情報～英国企業におけ

るリスクマネジメント情報開示動向～ターブル・ガイダンスの概要 2000 年 12月 ㈱インターリスク総研） 
20 ＤＲＩＩ：Disaster Recovery Institute International は 1988 年にされたビジネス継続管理者の認定制度を扱

う団体 
21 第４章１（２）①参照 
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重要性を認識し、財務報告に関する統制環境を確立することが必要である」ことを指摘して

いる。これを受けてトレッドウェイ委員会組織委員会が 1992 年に内部統制の包括的フレーム

ワーク（ＣＯＳＯレポート）を公表した。ＣＯＳＯのレポートの考え方は、ＢＩＳガイドラ

イン、米国、日本の監査基準等にも参照され、現在、内部統制のあり方に関する世界のデフ

ァクトスタンダードと見なされている。更に 2003 年ＣＯＳＯでは COSO Enterprise Risk 

Management Framework の策定を行い、リスクマネジメントと内部統制の統合を図っている。 

 一連の会計不祥事を受け、2002 年７月に成立した企業会計改革法（サーベランス・オクス

リー法）によって企業は、米国証券取引委員会（ＳＥＣ）への登録書類提出の際に、「経営者

による内部統制の有効性に関する宣誓書」及び「財務諸表の信頼性を確保するための内部統

制の報告書」の添付を求められている。更に企業は、外部監査人による内部統制の評価を当

該報告書に記載することを法律上義務付けられている22。 

 

２．リスクマネジメントの概要 

（１）概要 

 リスクマネジメントとは、企業等の活動に潜在するリスクを把握し、そのリスクに対し、

企業等のリソースの範囲内で適切な対応をとることである。企業等の抱えるリスクは非常に

多岐にわたっている。従来、リスクマネジメントは予防・安全を対象とした内容が中心的に

考えられていた。しかしながら現在では図表３－１の通り、緊急時に小規模な異常を検知し

大規模な災害へと広がることを防止するクライシスマネジメントや事業を早急に復旧するた

めの事業継続計画（ＢＣＰ）などを含む総合リスクマネジメントが提唱されている。総合リ

スクマネジメントにおいては、予防安全対策に加え、事後対応の計画を連動して作成するこ

とで効率的にリスクマネジメントを実施することが可能になる。 

 また、企業の行うリスクコントロールに関して、従来は個々の部門や事業部のなかで管理

されるのが一般的で、企業の経営戦略などに関連付けて行われることは少なかったが、現在

はこれらのリスクを統合し、総合的なマネジメントを実施する企業が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
22 リスク新時代の内部統制 平成 15 年６月 リスク管理・内部統制に関する研究会 



― 37 ― 

図表３－１ リスクマネジメントの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：政策銀作成） 

 

（２）リスクマネジメントの背景 

 以上のように世界的にリスクマネジメントへの必要性が高まっているが、日本においては

特に以下の要因があると思われる。 

① 規制緩和の進展によって自己責任に基づく経営管理が求められている。 

② 企業の国際化や環境、ＣＳＲ、防災などリスクが多様化している。 

③ 当事者間の信頼や暗黙の了解といった日本的経営ではリスクを管理することが困難にな

ってきている。近時の企業不祥事のように、一つのトラブルが企業の存在自体を危うくす

るような事態に対処するには、全社的な体制で重要性、優先順位を決めて対処するといっ

た組織的な対応が不可欠である。 

④ 発生確率は低いが、大きな被害を及ぼす危険性のある地震等へのリスクへの対応が必要

となっている。 

⑤ リスクに対する対応が企業評価に大きな影響を与える23。 

 

（３）リスクマネジメントのプロセス 

 リスクマネジメントのプロセスはリスクの把握・評価、リスク情報の伝達、リスクへの対

応の三つから構成される。 

○リスクの把握・評価：事業をとりまく環境、条件、事情によって生じるリスクを迅速に認

知、識別し、発生頻度や事業への影響度等を適切に評価、分析した上で、事業活動に与え

る影響の全体像を構造的に把握する。 

                            
23 「事業リスクマネジメント－テキスト－」経済産業省平成 16 年３月 
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○リスク情報の伝達：リスクに関する情報等を社内で情報共有するとともに、社外への情報

開示を行う。 

○リスクへの対応：リスクに対してリスクの軽減、デリィバティブ、保険、外注等のリスク

ファイナンスを実施し、リスクへの最適な対応を図る（リスクソリューション）。 

 

（４）リスク指標の主要な考え方 

 ここではリスク指標に関していくつかの考え方を紹介する。 

① リスクカーブ 

 様々なリスクシナリオの発生確率と損害額を算定し、これらの関係をグラフ化したものが

リスクカーブである。横軸には損害額を、縦軸にはある損害額を超過する損害が生ずる確率

（年超過確率）を表示する。リスクカーブからは、どの程度の損害がどの程度の確率で発生

するかを数値で知ることができる。 

 

図表３－２ リスクカーブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：政策銀作成） 

 

② 最大損失率（Probable Maximum Loss：ＰＭＬ） 

 ＰＭＬは米国の火災保険において保険情報の一つとして生まれ、その後、地震保険などの

巨大災害のリスク評価でも用いられるようになった概念である。日本の地震保険では、昭和

41 年の創設以来、総支払い限度額の設定指標としてＰＭＬが用いられ、保険制度運営上の重

要な指標となっている。一般的に使用されているＰＭＬの定義は「対象施設あるいは施設群

元のリスクカーブ 

リスク対策後の 

  リスクカーブ 

年超過確率 

損害額 
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に対し、最大の損失をもたらす再現期間 475 年相当（50 年間で 10％を超える確率で襲ってく

ると予想）の地震が発生し、その場合の 90％非超過確率に相当する物的損失額の再調達費に

対する割合」と定義されている。簡単な例で説明すれば、建物の再調達費（現時点で新築す

れば 10億円）が、最大規模の地震を受けた場合の補修費が２億円かかるとすると、その建物

のＰＭＬは２億円／10億円で 20％となる。被害が無い場合が０％で、全損の場合 100％とな

り、ＰＭＬの値が小さいほど地震による被害リスクが小さいといえる24。 

 最近では建築業界や不動産業界でもＰＭＬが用いられるようになってきている。不動産業

界ではバブル崩壊以降、土地神話による値上がり益期待の陰に隠れていた様々なリスクが顕

在化した。土地そのものに価値があるのではなく、その土地にある建物が価値を生み出して

おり、建物の安全性が不可欠の要件とされるようになった。そのためＰＭＬが一定割合を超

えた場合は、投資家は地震保険の購入や災害支払い準備金の積み立てを求めることになる。

不動産業界でＰＭＬが普及したことに伴い、建物の耐震性能を示す指標として設計者から

ＰＭＬを要請されることが増えたため、建設業界でも今後、利用が増加するものと予想され

る25。このようにＰＭＬが地震リスクの指標として保険、不動産、建設業界等で幅広く認知

されるようになった。 

③リスクマッピング 

 リスクマッピングはリスクが事業活動に与える影響を発生頻度と影響度で整理するもので

ある。 

 

図表３－３ リスクマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）：発生頻度と影響度は一応の目安 

（出所：「事業リスクマネジメント－テキスト－」経済産業省平成 16 年３月より政策銀作成） 

 

                            
24 日本建築構造技術者協会：地震リスクと予想最大損失率（ＰＭＬ） 
25 地震危険度指標に関する調査研究 損害保険料率算出機構 
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 図表３－４のとおりリスクを大きく四つに分類し、発生頻度も影響度も大きい部分（Ⅰ）

はリスクの回避、低減に向け適切な対応をとる。発生頻度は高いが影響度が小さい部分（Ⅱ）

は発生防止に向けての予防措置をとる対策が中心になる。発生頻度が少なく影響度も小さい

部分（Ⅲ）は費用対効果の観点から自社でリスクを保有するのが効果的である。地震リスク

などの発生頻度は小さいが影響度が大きい部分（Ⅳ）は保険等を利用してリスクを移転す

るか、防災投資やＢＣＰを策定するなど発生の際の影響度を低減させる方策を打つ必要があ

る26。 

 

図表３－４ 発生頻度と影響度によるリスク分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：事業リスクマネジメント テキスト 経済産業省平成 16 年３月より政策銀作成） 

 

３．事業継続計画（ＢＣＰ）の概要 

（１）ＢＣＰとは 

 事業継続計画（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）とは、緊急時の指揮命令系統の整備、バ

ックアップシステム、バックアップオフィスの確保、代替要員の確保、安否確認の迅速化、

マニュアル等の整備を行うことにより、不測の事態が発生し業務が中断した場合であっても、

できる限り短期間で重要な業務を再開させ、業務中断による顧客の流失、マーケットシェア

の低下、企業評価の低下を防ぐための経営戦略である。企業にとってリスクマネジメントの

中核をなすものである。緊急時に優先すべき商品やサービスの提供などについてのプランを

平常時から策定しておくことにより、顧客からの信頼を勝ち取り、ひいては企業価値の向上

につなげることができる。 

 

 

                            
26 リスク指標の内容は「事業リスクマネジメント－テキスト－」経済産業省 平成 16 年３月 

 

タイプⅡ 

－発生防止 

タイプⅠ 

－回避 

－低減 

タイプⅢ 

－保有 

－無視 

タイプⅣ 

－損失削除

 －移転 

高 

低 

発生 

頻度 

小 大 影響度 

（損害） 
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図表３－５ ＢＣＰの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：内閣府「民間と市場の力を活かした防災戦略の基本的提言」） 

 

 ＢＣＰは通常、以下のマネジメントサイクルによって運用、改善されていく。 

「目標の設定」⇒「リスク評価」⇒「ビジネス影響度分析」⇒「ＢＣＰ策定」 

⇒「モニタリング」⇒「プロセスの改善」⇒「目標の修正」 

 

 リスク評価の項目では以下の項目を検討する必要がある。 

 

リスクの評価－地震のケース 

 

○人的被害への対策 

 ＊人的被害を回避できるか 

○物的損失 

 ＊物的損失は建物や内部にある機械等が含まれ、想定地震の規模、耐震化の程度、機械等の固定

化の整備状況によって把握される。 

○事業への影響 

 ＊操業損失＝休業日数／365×営業利益 

 ＊休業日数は企業の業務フローなどを考慮し算定 

 ＊一つの企業内に関して工程別の流れを把握することによって、全体の損失を計算することがで

きる。 

 ＊回復のための業務処理関連 

 ＊財務への影響 

○ブランド価値の低下 

 ＊クレーム等の二次被害 

 ＊風評被害 
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 ＢＣＰの内容は、海外企業の要請で形式的に作っているものや、従来の防災マニュアルや

危機管理マニュアルに手を加えたに過ぎない初歩的なものから、ＢＣＰのマネジメントサイ

クルによって実際に起きると予想されるシナリオに対応でき、内部管理のフローなど現場に

浸透しているレベルのものまで多様である。ＢＣＰと従来の防災計画、危機管理マニュアル

類との違いは、ＢＣＰには緊急時における業務の優先度が定められている等、企業経営と連

動していることである。但し、防災計画のなかにきちんと復興復旧までの計画を組み込んで

おり、実質的にＢＣＰに近いものを作成している企業もある。ＢＣＰは地震災害だけに留ま

らず、テロやＳＡＲＳといった様々リスクに対応した計画を指すものであり、そのレベルで

のＢＣＰを作成している日本の企業は非常に少ないものと思われる。 

 

（２）ＢＣＰに関する国内外の動向 

 ＢＣＰが最初に大きな注目を集めたのは、2001 年９月に起こった米国の同時多発テロのと

きである。世界貿易センター近隣に所在していたメリルリンチをはじめとする企業は、ＢＣＰ

に沿ってあらかじめ準備してあったバックアップオフィス等を活用することによって、業務

の中断を最小限に抑えることができた。海外の動きとしては、2002 年７月バーゼル銀行監督

委員会が公表した「オペレーショナル・リスクの管理と監督に関するサウンド・プラクティ

ス」において、以前に比べＢＣＰの必要性が強調されている。こうした動きが企業のＢＣＰ

作成を促進しているものと思われる。 

 国内では、日本銀行が 2002 年３月に「金融機関の拠点被災を想定した業務継続計画のあり

方」を公表した。更に業務継続・復旧計画の整備状況に関するアンケートを実施し、その結

果は 2003 年６月に公表された。これによれば、半数以上の金融機関において、何らかの緊急

時対応計画が整備されてはいるものの、メインセンターとバックアップセンターの距離や切

替時間などは、金融機関によってかなりバラツキがある結果となっている。 

 これ以外の動きとしては、既述のとおり「企業と防災に関する検討会議」が 2003 年４月に

公表した「企業と防災～今後の課題と方向性～」のなかで、企業のリスクマネジメントとし

て、ＢＣＰ策定のための環境整備が必要であることが盛り込まれている。また、経済産業省

が「企業における情報セキュリティガバナンスのあり方に関する研究会」のなかでＢＣＰの

ガイドライン化を提言している。 

 かつて明確には企業の事業継続と格付けのつながりは議論されなかったが、企業経営のな

かでも事業継続の重要性が高まってきており、今後は企業の格付けにも影響を及ぼしていく

ものと思われる27。 

 ＫＰＭＧビジネスアシュアランス㈱が 2004 年におこなった調査（図表３－６）では米国企

業でＢＣＰを策定している企業は 67％に達し、作成中を含めると 95％となっている。一方で、

日本企業で策定済みと答えた企業は 21.6％、策定中を含めても 44.3％にとどまっており、日

                            
27 Exchange Square 2003 年 10 月 ビジネスコンティニュイティ 格付機関の視点から見た企業の危機管理 
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米のＢＣＰに対する取り組みには大きな差があることがわかる。今後、日本企業のＢＣＰに

対する啓蒙・普及が求められる。 

 

金融機関における業務継続・復旧体制の整備状況 

 

・シナリオ分析 

 多くの金融機関が、「シナリオ特定」及び「シナリオ発現による影響度評価」の作業を行っている

が、「シナリオ発現の可能性評価」の作業を行っている金融機関は少ない。 

・メインセンターとバックアップセンターの距離 

 20～50km の場合が多い。「預金為替システム」に関しては 200km 以上の遠距離を確保している金

融機関も少なくない。 

・切替時間 

 被災時のおけるバックアップセンター、バックアップオフィスの切替所要時間は１～４時間とな

っているケースが多い。一方、「預金為替システム」について切替に 24 時間以上を必要とするケ

ースも少なくない。 

・訓練 

 緊急時を想定した訓練については、「システム・バックアップ機器の立上げ及びオペレーション訓

練」、「データの入出力訓練」を行っているケースが多いが、国内営業店要員が参加した訓練や外

部との共同訓練を実施しているケースは少ない。 

・アウトソーシング 

 アンケート対象 68 社のうち 43 社（63％）が電算センター被災時に、36 社（53％）が業務オフィ

ス被災時にアウトソーシングを利用するとの回答を行っている。 

（出所：日本銀行 緊急時における業務継続・復旧体制に関するアンケート調査より抜粋） 

 

 

図表３－６ ＢＣＰの策定状況における日米比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）米国の数値は合計が 100％を上回るが、オリジナルデータに基づくものである。 

（出所：KPMGビジネスアシュアランス㈱「ビジネス継続マネジメント（BCM）サーベイレポート 2004」） 

 

 



 

（３）ＢＣＰ作成の背景 

① 海外からの要請 

 米国の同時多発テロ以降、欧米ではＢＣＰに対する取り組みが急速に進んでおり、企業は

サプライチェーンに対してもＢＣＰを導入するよう要請している。海外とのつながりが深い

自動車、電機機械などの分野を中心に、日本企業に対しても海外の取引先からＢＣＰ作成の

要請がある。 

② 操業損失に対する認識 

 阪神・淡路大震災における商工部門の被害は、ストック損失として２兆 5,400 億円、物流

障害に伴う生産低下や原材料調達支障、機会損失等からの操業損失がストック損失を上回る

２兆 6,000 億円であった（図表３－７）。企業がＢＣＰを策定しておけば防げた部分も大きか

ったといわれている。こうした経験を踏まえ、企業価値の保全・向上という観点から事業継

続が重要であると認識されるようになった。 

 

図表３－７ 阪神・淡路大震災損失状況 

 

ストック損失 フロー損失 

建物関係 

設備関係 

原材料・製品 

１兆 4,200 億円

5,600 億円

5,600 億円

商業部門 

商工部門 

１兆 6,600 億円 

9,400 億円 

合計 ２兆 5,400 億円 合計 ２兆 6,000 億円 

（出所：日本経済新聞 1995 年６月 28 日付記事より政策銀作成） 

 

 今回の新潟県中越地震では、自動車や電機機械の部品メーカーが大きな痛手を受けた。在

庫を最小限に抑えるジャスト・イン・タイムに代表される効率的な生産体制をとる企業は、

部品メーカーからの供給がストップすれば生産が止まる可能性が高い。二輪自動車メーター

の最大手である日本精機が、今回の地震で工場が被災し供給をストップしたため、二輪車メ

ーカーのヤマハ発動機や川崎重工業に影響が出た。また、三洋電機の子会社でＡＶ用半導体

の主力生産拠点である新潟三洋電子は、地震による直接な被害額は 184 億円、在庫被害 46

億円、復旧費用 270 億円であるが、これに加え、操業停止に伴う損失は 370 億円にも達する

見込みである28。 

③ 企業の社会的責任（ＣＳＲ）としての視点 

 リスクに直面した時にどのような対応を取ればステークホルダーが満足するかという視点

が重要になっている。今まで企業は、危機発生時に如何に自身の経営資源を守るのかを中心

に考えていた。今後はこれに加え、各方面のステークホルダーへの配慮をＢＣＰのなかに織

り込むことができれば、その企業は社会的責任の視点から評価を得ることができる。 

                                              
28 日本経済新聞 12 月 22 日付記事 
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４．ＢＣＰに対する取り組みの現状と今後の展開 

（１）取り組みの現状 

 以下ではインフラ、金融、製造業（加工組立、素材、部品）各社の具体的取り組みを紹介

する。 

① インフラ系Ａ社 

 ・インフラ系の企業は緊急の事態が発生した場合においても、できる限り早期に業務を復

旧することが企業としての目標であり、かつ社会的な要請が強い。電力会社等の場合、

機関系にはバックアップが施されており、使用ができない地域を最小限に抑える体制が

取られている。 

② 金融機関Ｂ社 

 ・金融機関のリスクは、自らの物的・人的な被害に加えて、与信先が災害を受けた地域に

存在する場合はそのリスクも考慮しなければならない。 

 【ハード対策】 

  ・コンピューターセンターは免震構造になっているが、本センターが万一の場合を考慮

し、バックアップセンターを保有している。 

 【従業員の安否確認について】 

  ・携帯メール及びＮＴＴによる災害用伝言ダイヤルサービス「171」を活用する。171 に

ついては、本来は災害発生時において使用可能となるが、防災訓練期間と毎月１日は

テストが可能なので、その日に体験利用を勧めている。また、こうした方法によって

も安否確認の取れないケースについては、近くの支店行員が実際にその行員の住居ま

で行き、確認するように定めている。そのため、各支店には最寄りに住んでいる行員

のリストが保管されている。 

  ・通信手段の確保として業務用無線、ＭＣＡ無線29という２種類の無線のほか、衛星携

帯電話を用意し、緊急事態のために全店舗に自家発電も備えている。 

 【目標復旧時間】 

  ・全店舗・寮の耐震診断及び補強工事は実施済み（一部工事中）である。また、顧客・行

員の安全を確保するため、ＡＴＭ等の営業店端末の耐震化も進めている。営業再開にお

いては、どれだけの行員が出勤できるかが問題となることから、店舗ごとに、道路・

鉄道・橋などの交通インフラが壊滅状態になった場合に、出勤が可能かどうかのアン

ケートを行っている。緊急時において、少なくとも基幹店舗についてはすぐに営業再

開できるよう優先稼動店舗を定めており、自らが所属する店舗に出勤が不可能な場合

は、この優先稼動店舗及びそれに次ぐ店舗に集まるように要請している。但し、地震

規模の想定や被害状況は予測が難しいので、災害後何日間で営業を再開するという目

標は設定していない。 

                            
29 広域無線通信システム、通信エリアが広く混信が少ないため業務車両等に利用される。 
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 【防災予算】 

  ・防災への取り組みに対して多額のコストをかけており、経営層の認識は強いが、防災

予算という特別枠は設けていない。 

③ 製造業 加工組立Ｃ社 

 ・ＢＣＰ（事業継続計画）作成にあたっては、リスクの洗い出し⇒リスク毎の被害の想定

⇒ビジネスインパクト分析⇒事業優先順位の検討⇒リスク対応シナリオの作成⇒復旧計

画の策定、という流れが一般的である。各工場では、突発の事故、トラブル、小規模な

災害などへの対応経験はあり、対応はマニュアル化され徹底がはかられている。しかし、

東海地震を想定した場合、被害がどのような範囲とレベルに及び、自社の被害、関係先

の被害、地域の被害が事業活動にどのような影響を及ぼすのかの判断が難しく、計画の

策定は難航している。また、自社で対応できる範囲も限られており、抜本的な対策が可

能か疑問な点も多い。特に、インフラなどの社外の要因が加わる場合、被害予測がつか

みにくく、条件設定を行うだけでも大きなコスト・事務量が必要になり負担が大きい。 

 ・地震防災対策強化地域に指定されて以降、地震対策に本腰を入れて考えるようになった。

東海地震の被害想定に取組み、予想される周辺地域の被害、社内の各職場で予想される

被害を明らかにし、社内での認識の共有化をはかった。その上で、主要な道路、主要な

設備等の被害を設定して、情報収集を行い、復旧計画を策定する役割訓練に着手した。

今後、順次参加者の増加をはかっていく。訓練では、混乱時において情報収集・伝達を

どのように行うか、限られた情報下でどのように判断を下すかを、実戦的な観点から実

施し、課題を洗い出すことを目的としている。 

④ 製造業 素材Ｄ社 

 【防災への取り組み】 

  ・耐震改修に関する調査を行い、その結果をもとに耐震補強工事を数年かけて実施して

いる。賃借しているビルについては、耐震性などをビル所有者に確認している。 

  ・防災対策は「しなければならない」という感覚でやっており、特に工場については、

設置する段階で防火、防爆、耐震対策はとっている。 

  ・コンピュータ関連では、基幹システムのバックアップは実施している。 

  ・素材系メーカーの場合、部品メーカーと違って緊急時に代替できる製造ラインを予め

設けることは難しい。ＢＣＰの観点からは在庫を多めに確保しておくこと等が考えら

れる。 

 【防災会計について】 

  ・防災会計があれば、防災に対する対応を促進するはできるだろう。但し、効果に関し

ては、防災投資によってどれだけ効果があるかの算定は難しいと思う。企業にとって

達成感があり、志気が向上するような指標、あるいはインセンティブになるような指

標が有効である。 
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⑤ 製造業 部品Ｅ社 

 【防災対策の方針】 

  ・地震対策推進室を設け取り組みを本格化している。 

  ・基本方針は①人命を守る、②二次災害の防止、③動力施設の保全を含む耐震対策が３

本柱である。 

  ・東海地震の注意情報が発表された場合は、基本的には操業を停止し、社員を帰宅させ

る。 

 【体制及びトップのコミットメント】 

  ・防災対策は専務をトップとして、その下に各班を配置する。 

 【防災関連予算】 

  ・親会社と調整し、地震対策で全体額が 100億円を超える投資（５年間）を行うことと

した。当社は親会社にとって重要な部品メーカーであり、当社からの納入がストップ

すると親会社としても生産ストップせざるを得ず、その損害は３ヶ月の操業停止で約

２兆円と試算された。このため操業停止期間短縮の為には、100 億円を超える規模の

投資もやむを得ないと判断した。 

 【防災対策：ハード】 

  ・施設面での具体的な防災対策の骨子は、①建屋の耐震補強、②物品、設備の固定、③

情報システムの保全の三つである。 

  ・ボーリング調査を行ったところ、主要生産エリアの液状化の被害は軽微と判明したが、

建屋については 1981 年以前の旧耐震基準のものが多いため、耐震診断を実施し、順次、

耐震補強工事を進めている。耐震補強工事は工場を稼動させながら行っており、時間

と費用がかかるが、約５年で全て完了する計画である。耐震診断費用は、全事業所で

数千万円かかる。現在のところ行政による補助は、一般住家の耐震補強、老朽化した

煙突の撤去などに限られている。 

  ・現在の建築基準法では、工場等の窓ガラスには網入りガラスを採用しなければならな

いとの定めがあるが、当社工場は旧建築基準法での設計となっており、窓ガラス破損

対策も懸案事項である。この工事でも工場一つにつき何千万という金額になる。 

  ・地震発生時において、揺れによる生産設備の移動・転倒などが考えられる。検証の結

果、震度６強で１m くらい移動する可能性が判明したため、設備を固定する基準を設

けている。東海地震の地震対策強化地域に該当する工場・事業所において固定化を順

次実施している。情報処理システムについては、親会社が、主要グループ各社のホス

トコンピューターを地震対策強化地域外のデータセンターへ移管・集約を図っており、

当社も移管する予定である。 

 【防災対策：ソフト】 

  ・現在、コンティンジェンシープラン（不測事態対応計画）の大枠ができたので、各部

門ごとに具体的なアクションプランを検討している。 
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  ・全体での総合訓練を行っているほか、地震発生後の対応（地震直後、また数日を経過

して復旧に向けた時期など）についても各部で訓練を実施している。注意情報が発表

された以降の対応については各部（各グループ）において行動計画を策定しているの

で、それに基づいた訓練を実施している。（例：調達部がサプライヤーに対する部品受

け入れ停止の連絡を行う訓練） 

  ・サプライチェーン対策については、防災対策説明会を開催したほか、アンケートによ

り防災対策の進捗状況を把握するとともに、対策の遅れている企業に関しては個別に

支援を行う。特に部品調達のキーになる企業については重点的に支援している。 

  ・操業を再開するにしても、従業員が出社できないと始まらないので従業員の自宅の耐

震化が課題だが、現状そこまでは手が打てていない。 

 【目標復旧時間】 

  ・インフラが整った時点で、そこから１ヶ月以内の生産再開を目指している。この１ヶ

月という想定は綿密な数字の積み上げではないが、阪神・淡路大震災の被害を受けた

企業にヒアリング等を行った結果、インフラが復旧したとしても２週間以内の操業開

始は難しいこと、1/1000 ミリ単位の加工を行う設備が多く、動作確認・品質確認に時

間がかかること等を勘案して１ヶ月に設定した。 

 

（２）ＢＣＰに関する今後の展開 

 以上の各社の取り組みを整理し、図表３－８で今後の展開を示すこととする。 

 ＢＣＰ作成の理由を整理すると、第１期は阪神・淡路大震災やＳＡＲＳ、テロといった危

機に直面し、過去の経験と反省からリスクに備えて自ら作成に至った時期である。第２期は、

取引先、株主といったステークホルダーからの要請を受ける形でのいわばリアクション型

ＢＣＰといえよう30。第３期は、企業ブランドや信頼の創出につなげるＩＲ、ＣＳＲとして

の側面が強化されていく段階であろう。 

 業種的には、当初、ＢＣＰを策定しているのはインフラ、金融機関等であったが、近時は

コンビニ、流通業者に加え、メーカーでも検討が始まっている。静岡県、愛知県などの企業

は東海地震の被害想定地域にあたることから対策が進んでいるところが多い。自動車メーカ

ーのなかには、自社だけが事業継続を行えても、サプライチェーンが連動していなければ実

質上、事業継続は難しいため、サプライチェーン各社にＢＣＰ作成を強く要請しているとこ

ろもある。今後はメーカーを含め幅広い業種に広がりを見せていくものと思われる。また、

ＢＣＰ作成に取り組む企業の規模は大企業が中心だが、中堅企業でも海外企業と取引のある

ところは、その海外企業からの要請等があることから整備が進んでいる。 

 企業におけるＢＣＰの関連部署は、ＢＣＰが経営戦略とも深くつながっているので、経営

                            
30 2002 年のＫＰＭＧビジネスアシュアランス㈱の調査では、ＢＣＰの作成理由について「過去の業務中断

経験」が半数以上に比率を占めていたが、2004 年調査によれば、「株主、顧客や取引先からの要求」の比率

が最も多くなっている。 
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企画部門あるいは総務部門が中心となるが、これに加え今後は、現場に近い部署が取引先、

顧客からの要請もあって対応を求められるケースが増えてくるであろう。 

 

図表３－８ ＢＣＰの今後の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：政策銀作成） 

 

５．ＢＣＰ普及に向けての課題 

 図表３－９のとおりＢＣＰに関しては多くの課題が残されている。今までに企業に蓄積さ

れた防災に関するノウハウをベースに、以下の課題を克服することで、実行性の高い日本

版ＢＣＰの策定に着実に取り組むことが必要である。 

 

（１）経営層のＢＣＰ作成に対するコミット 

 ＢＣＰ整備の課題として挙げられるのが、社内コンセンサスが得られにくいことである。

そのため経営層がＢＣＰの作成に向けてコミットすることが必要となる。 
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図表３－９ ＢＣＰ作成における課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：KPMGビジネスアシュアランス㈱「ビジネス継続マネジメント（BCM）サーベイレポート 2004」） 

 

（２）損害額算定方法の精度向上 

 ＢＣＰにおいて事業内容の優先度をつけるためには、損害額の算定が大きなポイントにな

る。損害額は物的損失に加え、操業損失やブランド価値の損失など多様なリスクを勘案する

必要があることから損害額の算定にはかなりの幅がでる可能性が高い。そのため損害額算定

方法の精度向上が求められる。 

 

（３）実効的なＢＣＰの作成 

 一旦、ＢＣＰを作成したことで安心してしまうのではなく、ＢＣＰのマネジメントサイク

ルを継続的に見直していくことが重要である。ＢＣＰの作成をアピールするだけでは、現場

の実態とは乖離し企業の防災力向上にはつながらない懸念がある。 

 

（４）ＢＣＰに関するデータの蓄積 

 ＢＣＰの内容を一層、充実させるためには、実際の被害からの復旧状況を正確に把握する

ことである。しかしながら企業は、被害や復旧に関しての情報を開示することには積極的で

はない。操業損失や株価低迷などの実態が把握されれば、ＢＣＰ策定の重要性が一層、認識

されるようになるものと思われる。 

 

（５）中堅・中小企業のＢＣＰ普及 

 中堅・中小企業は日々の事業活動に精一杯で、災害時に如何に事業を継続させるかを計画
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しておく余裕はないところが多い。しかしながら中堅・中小企業の対策が進まないと地域の

防災力向上の観点からも効果をあげることは難しいので、中堅・中小企業へのＢＣＰ普及を

検討することが求められる。 

 

（６）ＢＣＰガイドラインの作成 

 ＢＣＰの普及のためにはガイドラインを整備することが有効である。ガイドラインの内容

には業界、地域、個別企業特有の要因や以下の点を検討する必要があろう。 

・ＢＣＰが対応するリスクの範囲 

 ＢＣＰは広範なリスクをカバーするものである必要があるが、日本においては地震等の災

害リスクを十分に考慮することが大切となる。 

・想定される企業のレベル 

 リスクファイナンスの準備やバックアップオフィスの設置をどのレベルの企業まで要求す

るか等、企業のレベルによって準備するＢＣＰの内容が異なってくる。 

・地域の防災力向上からの視点 

 地域との連携など地域の防災力向上の視点も重要である。 

・サプライチェーンとの協業 

 自社のＢＣＰだけでは限界があり、サプライチェーンとの協業や、ケースによっては、同

業他社との連携を図ることも重要となる。 
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第４章 防災マネジメントによる企業価値向上への課題と展望 

 

１．企業の防災への取り組みに対する評価手法 

 以下では企業の防災への取り組みに対する評価手法について概観する。これらの評価手法

に加え、内閣府では新たに企業の防災力指標を作成することを発表している。 

 

（１）リスク全体を扱う評価手法 

 東京海上日動リスクコンサルティング㈱の危機管理体制診断システム 

 トップマネジメント、組織（危機管理担当グループなど）、危機管理プロセス（リスク分析・

評価、リスク対策、危機管理プログラム作成）、危機管理プログラムの実行、評価及び是正、

組織能力の向上／人材養成、危機発生時における情報の処理、マネジメントの記録（危機管

理関連の文書、活動記録）、緊急時の体制・計画（緊急時の対応、広報、マスコミ対応）、復

旧計画（通常業務への復旧計画）の９分野について、それぞれの質問に回答することで、点

数を計算し危機管理体制を診断するもの。 

 

（２）地震に関する項目が中心の指標 

① ＦＥＭＡ（Federal Emergency Management Agency：米国連邦緊急事態管理庁）の指標 

 ＦＥＭＡは 1979 年に設立された米国の官庁で、それまで複数の官庁にまたがっていたため

に的確に対応できなかった緊急事態管理を一元化したものである。ＦＥＭＡの扱う範囲は自

然災害から戦争まで非常に広範にわたっている。地震に関しては企業編、郡編、市編、大都

市編の四つのガイドラインが示されている。ＦＥＭＡの指標の特徴は各部門の責任を明確化

している点にあり、日本における多くの防災評価手法の基礎となっている。 

 

 ＜総合地震準備計画ガイドライン［企業編］の概要＞ 

 第１部 ユーザーガイド 

 Ａ 序章 

 Ｂ 行政との計画策定の連携 

 Ｃ 企業地震計画に不可欠な要素 

 Ｄ 目標 

 Ｅ 計画を立てる前提 

 Ｆ 計画策定手順 

 第２部 計画ガイド 

 Ａ 計画の構成要素 

 Ｂ 役割分担 

 Ｃ 緊急時対応 

 Ｄ 企業の復旧 
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 Ｅ 地震への準備 

 第３部 参考文献 

（出所：住友海上リスク総合研究所「FEMA－企業と自治体のための総合地震対策指針」、（財）日本規格協

会 1995 年、岳南地域における企業防災力向上に関する研究報告書より作成） 

 

② ＢＡＲＥＰＰ（Bay Area Earthquake Preparedness Project：湾岸地域地震対策プロジ

ェクト）の企業地震防災チェックリスト 

 チェックリストの全体構成は以下の通りである。 

１）防災と軽減 

  建築物、屋内収容物、教育啓発、業務の継続、データ管理・バックアップ、危険物管理、

コンピュータ設備の耐震化 

２）地震発生時 

  被害調査、行政機関との連絡、非常用電源、避難、被災建物の危険度判定、緊急援助、

緊急時の住宅・食料・医療、広報 

３）応急復旧 

  施設の被害調査、がれき処理等の備え、施設の復旧、仮設施設の建設等の対応への備え、

必要物資・資材の調達先の確保、マスメディアとの協定（広報活動）、機能回復のための

計画、地域社会との強調、融資・投資の計画、取引銀行との協力、自治体との連絡 

 

 主要な具体的質問項目としては以下の設問がある。 

１）防災と軽減 

 ・あなたの職場の建築工法、建築物の危険性、被害の受けやすい所を調べてありますか。 

２）地震発生時 

 ・応急的な被害見積もりをし、危険な状況を確認するための計画がありますか。 

３）応急復旧 

 ・一時的な移転か再び同じ場所で続けるかを決めるため、施設の包括的な損害調査をする

ように計画されていますか。 

（出所：井野盛夫「米国企業の地震対策」：地震ジャーナル第 13 号、地震予知総合研究振興会 1994 年、

岳南地域における企業防災力向上に関する研究報告書より作成） 

 

③ 岳南地域における企業防災力向上に関する研究報告書及びチェックシート 

 東海地震の想定地域にある富士常葉大学、富士県行政センター、富士市、富士宮市、芝川

町、関係商工会議所、商工会が協力し、東海地震をはじめとする震災対策を目的として「岳

南地域における企業防災力向上に関する研究会」を立ち上げた。そこで実施されたアンケー

ト結果に基づき、中小企業を含む事業所における防災力の自己点検に利用する目的で「東海

地震に対する企業防災力向上のためのチェックシート」が作成された。チェックシートは総
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合対策編と個別対策編に分けられ、個別対策編は被害軽減の対策、緊急対応の備え、業務の

継続・再開の備え、地域への防災貢献、防災面でのユニバーサルデザインの大項目からなっ

ている。大項目はそれぞれいくつかの小項目からなっており、小項目は０から３までの４段

階で評価する形となっている。大項目ごとに平均点を求めバランスグラフを作成することに

よって対策の達成度を把握するとともに、定期的に評価を行うことで進捗度合いをチェック

することも可能となる。 

 

図表４－１ 東海地震に対する企業防災力向上のためのチェックシート 

 

個別対策編  

Ⅱ－１ 

ⅱ－１ ⅱ－２ ⅱ－３ 

Ⅱ－２ Ⅱ－３ 

大項目

総 合 

対策編 

被害軽減

対  策

緊急対応

の 備 え

業 務 の

継続・再開

の 備 え

地域への

防災貢献

防 災 面 

でのユニ 

バーサル 

デザイン 

総合計 

点 数（Ａ）        

16 7 8 6 5 5 47 項目数（Ｂ） 

上：製造、下：商業 
16 5 11 6 5 6 49 

平均点（Ｃ）＝Ａ／Ｂ . . . . . .  

 

 

図表４－２ 防災力向上達成度バランスグラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：岳南地域における企業防災力向上に関する研究会 あなたの企業の防災力より抜粋） 
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④ ＣＭＰ法31 

 慶応義塾大学梶秀樹教授、小糸製作所山木孝之氏によって提案されている指標で、藤沢市

の企業 110 社を対象にしたデータを基に、設備能力（Capital Stock）、人的能力（Man Power）、

計画能力（Planning Capacity）の三つの能力軸にわけて企業の防災能力を評価する手法である

（図表４－３）。 

 具体的には設備能力に関する４指標（耐震設備力、耐火設備力、情報設備、資機材準備）、

人的能力に関する４指標（防災訓練、防災教育、自社消防隊、経営陣の意識）、計画能力に関

する４指標（即応性、計画内容、情報体制、防備体制）の合計 12 指標を計算する。ＣＭＰ法

においては、阪神・淡路大震災で得られた結果を踏まえ、①企業の防災に対する計画内容に

関して従来のように有る無しだけではなく、計画の充実度を細かく判定している、②取引先

等を含め情報連絡体制の充実度を加味する内容としている。また、総合指標として利用する

ために主成分分析（多変量データから新たな総合指標を作成するための手法）によって、そ

れぞれのウエイトを計算し、「総合防災力」、「構造力－非構造力」、「日常力－突発力」の三つ

の評価手法を作成している。 

 企業の防災力を評価する方法に関しては、チェックリストや質問項目を単純にたし合わせ

たものが大半であるが、ＣＭＰ法においては指標相互のウエイトを考慮した内容になってい

る。 

 

図表４－３ ＣＭＰ法における防災能力評価尺度の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：2004 予防時報 219号） 

 

 

 

 

                            
31 ＣＭＰとは Capital Stock、Man Power、Planning Capacity の頭文字をとったもの 

人的能力（Ｍ） 

防災訓練（Ｍ１） 

防災教育（Ｍ２） 

自社消防隊（Ｍ３） 

経営陣の意識（Ｍ４）

計画能力（Ｐ） 

即応性（Ｐ１） 

計画内容（Ｐ２） 

情報体制（Ｐ３） 

防備体制（Ｐ４） 

防災能力 

設備能力（Ｃ） 

耐震設備力（Ｃ１） 

耐火設備力（Ｃ２） 

情報設備（Ｃ３） 

資機材準備（Ｃ４） 
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（３）地域の防災力に関する手法 

① 消防庁「地方公共団体の地域防災力・危機管理能力評価指針」 

概要 

 本件指標は地方公共団体の地域防災力・危機管理能力の充実を意図して、防災・危機管理

体制の客観的評価を行うために策定された。ＦＥＭＡ等の指標を参考に、防災についての質

問をチェックリストで作成し、自治体が回答した結果を多面的なグラフとして表現すること

で評価分析が行えるようにしたものである。 

 評価指針は都道府県及び一定の人口規模以上の市等（中核市規模以上）を対象にしている。

対象災害は地震災害、風水害、火山災害、危険物災害、原子力災害、テロとなっている。 

評価の切り口 

 「リスク把握・評価」（１指標）、「被害の軽減・予防策、体制整備、計画策定等」（７指標）、

「評価・見直し」（１指標）に対応する九つの指標別に評価を行う。 

 地域性を考慮し、災害別評価、段階別評価（自治体の特徴やリスクに関係なく最低限実施

しなければならない対策、災害リスクがある程度見込まれる自治体で実施が望ましい対策、

より効果的で高度な災害対策を実施するための対策）、目的別評価（人命の安全確保、重度生

活支障の防止、災害拡大の防止）も可能になっている。 

配点 

 九つの指標と配点は以下の通りである。九つの指標それぞれの評価を数値としてグラフに

使用する場合は、各指標の質問数や配点が異なるため、100 点満点に換算した数値を使用す

る。 

 

図表４－４ 各指標の質問数と配点分布 

 

都道府県 区  市 
基本９分類 

設問数 配 点 設問数 配 点 

①リスク把握・評価、被害想定 99 77 86 68 

②被害の軽減・予防策 69 46 73 47 

③体制の整備 160 133 165 136 

④情報連絡体制 78 66 78 66 

⑤資機材・備蓄の確保・管理 28 28 29 29 

⑥活動計画策定 202 165 246 203 

⑦住民との情報共有 36 24 36 24 

⑧教育・訓練等 82 76 90 84 

⑨評価・見直し 18 18 18 18 

合     計 772 633 821 675 
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 以下は自治体の評価結果を記載したものである。東海地震の強化地域に指定されたグルー

プＡの都道府県は大震法が制定されてから 25 年以上が経過し、この間に対策が進められたこ

とで評価点が他地域に比べ高くなっている。これに対し東南海・南海地域の推進地域に指定

された都道府県は、指定された平成 13 年から間もないこともあり、全体評価の評価点はそれ

以外のグループＣを下回る結果となっている。Ａグループの結果だけをみれば、地域指定に

より防災対策の促進が一応図られたといえる。 

 

図表４－５ 自治体の評価結果 

 

 47 都道府県を次の三つのグループに分け、その平均を九つの指標と全体評価で比較。 

 グループＡ：東海地震の強化地域に指定されている８自治体 

       東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県 

 グループＢ：東南海・南海地震の推進地域に指定されている 21 自治体のうち、東海地震の強化地域に指

定されている６自治体を除いた 15 自治体 

       滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、

香川県、愛知県、高知県、大分県、宮崎県 

 グループＣ：どちらの地域にも指定されていない 24 自治体 

 

 Ａ Ｂ Ｃ 全国平均 

全体評価 51.1 41.1 42.6 43.5 

①リスク把握・評価、被害想定 43.1 27.7 27.1 30.0 

②被害軽減・予防策 55.3 34.4 38.4 40.0 

③体制の整備 60.7 52.4 52.0 53.6 

④情報連絡体制 72.2 67.5 67.9 68.5 

⑤資機材・備蓄の確保・管理 56.3 46.6 50.5 50.2 

⑥活動計画策定 59.9 55.4 62.1 59.6 

⑦住民との情報共有 42.1 29.9 28.0 31.0 

⑧教育・訓練等 38.4 33.6 34.8 35.0 

⑨評価・見直し 31.6 22.5 22.2 23.9 

（出所：総務省消防庁 都道府県の地域防災力・危機管理能力についての自己評価結果より抜粋） 

 

② 静岡県「市町村防災体制実情調査」 

 対象は市町村で地域防災計画において市町村が実施すべき対策から、地域防災力を判定す

る。設問数は 125問で対策の実施状況に応じて４段階で回答し得点化する。全ての対策が十

分に行われている場合を 100％としたときの達成度を見る。 

③ 内閣府「地域防災力の評価手法の確立に関する調査」 

 対象は住民、コミュニティの防災力である。土砂災害を対象として、地域の防災力を六つ

に分類（①警戒・監視力、②自主避難判断力、③情報伝達力、④避難誘導力、⑤防災体制整

備度、⑥土砂災害危険認知）、設問ごとに点数を配分し、理想的な防災力を 100点満点とした

ときの達成度を示す。 

 以上の各防災評価指標を整理したものが図表４－６である。 



 

図表４－６ 防災評価指標比較 

 

評価指標名 リスク対象 評価の対象 評価項目 質問数

東京海上日動リスクコンサル

ティング㈱ 

「危機管理体制診断システム」 

リスク全般 企 業 

①トップマネジメント、②組織、③危機管理

プロセス、④危機管理プログラムの実行、評

価及び是正、⑤組織能力の向上／人材養成、

⑥危機発生時における情報の処理、⑦マネジ

メント記録、⑧緊急時の体制・計画、⑨復旧

計画の九つの項目ごとに診断し、危機管理体

制の強みと弱みを明示する。 
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FEMA（米国連邦緊急事態管理

庁）ガイドライン 
地震中心 自治体／企業

チェックリスト方式 

①計画の構成要素②役割分担 

③緊急時対応④企業の復旧 

⑤地震への準備 

－ 

BAREPP（米国湾岸地域地震対

策プロジェクト）ガイドライン 
地震中心 企 業 

チェックリスト方式 

①防災と軽減、②地震発生時、③応急復旧 
－ 

岳南地域における企業防災力

向上に関する研究会 

「東海地震に対する企業防災

力向上のためのチェックシー

ト」 

地震中心 
企 業 

（事業所）

①総合対策、②被害軽減対策、③緊急対応の

備え、④業務の継続・再開の備え、⑤地域へ

の防災貢献、⑥防災面でのユニバーサルデザ

イン 

項目ごとに４段階で評価 

製造業

47 

商業 

49 

慶応義塾大学梶教授、小糸製作

所山木氏 

「CMP 法」 

地震中心 企 業 

設備能力 

①耐震設備力、②耐火設備力、③情報設備、

④資機材準備 

人的能力 

①防災訓練、②防災教育、③自社消防隊、④

経営陣の意識 

計画能力 

①即応性、②計画内容、③情報体制、④防備

体制 

の合計 12 指標及び 12 指標を総合化した「防

災総合力指標」等で評価。 

34 

消防庁 

「地方公共団体の地域防災

力・危機管理能力評価指針」 

防災リスク 
都道府県 

市町村 

①リスクの把握・評価、被害想定、②被害の

軽減・予防策、③体制の整備、④情報連絡体

制、⑤資機材・備蓄の確保・管理、⑥活動計

画策定、⑦住民との情報共有、⑧教育・訓練

等、⑨評価・見直し 

設問数の合計点で評価 

都道府県

772 

市町村

821 

静岡県 

「市町村防災体制実情調査」 
防災リスク 市町村 

①災害対策本部体制、②情報・広報活動、③

緊急輸送活動、④自主防災活動、⑤避難活動、

⑥医療救護活動、⑦物資確保対策、⑧救護活

動 

上記の項目に関連する対策の実施状況を４

段階で回答し、得点化する。 

125 

内閣府 

「地域防災力の評価手法の確

立に関する調査」 

土砂災害 コミュニティ

①警戒・監視力、②自主避難判断力、③情報

伝達力、④避難誘導力、⑤防災体制整備度、

⑥土砂災害危険認知 

設問ごとに点数を配分し、理想的な防災力を

100点満点としたときの達成度で評価。 

29 

（出所：総務省消防庁 都道府県の地域防災力・危機管理能力評価指針の策定 調査報告書、岳南地域にお

ける企業防災力向上に関する研究報告書より政策銀作成） 
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２．防災格付けに対する考え方 

 ＢＣＰをはじめとする企業の防災への総合的な取り組み（防災マネジメント）に対して、

それを適正に評価し、取り組みの一層の促進につなげることが要請される。防災格付けにつ

いては、総合的な指標を作成する方法に加え、環境やＣＳＲ格付けの指標のなかに防災に関

する指標を取り込んでいく方法もある。 

 以下では、前記評価手法を参考に、今後の防災格付け制度導入に向けての考え方を整理す

る。 

 

（１）社会的な合意の形成 

 企業の環境対策については、省エネなどコスト減につながることや、環境基準に違反した

ときの訴訟リスク等から企業内部の了解が得られやすい。一方で、防災については従業員等

の生命に係わる重大性は解っていても、実際にいつ起こるのかわからないリスクに対してコ

ストをかけることに理解が得られにくい。今後、企業の防災への取り組みとその評価に対し

て社会的な合意が得られないと、防災格付けを導入することは難しい。 

 

（２）指標と実態との乖離 

 企業防災といっても、その企業の属する業種や企業規模等によって取り組みの優先順位が

違ってくる。従業員や顧客の命を守るのが第一であることは勿論だが、第２、第３の優先順

位はその企業の独自の判断による。防災対策に対する評価手法が画一的過ぎると、企業の実

態とかけ離れたものになってしまう。また、防災計画の有無を尋ねる設問では、同じ「有」

という回答でもそれぞれレベルが異なるので、指標が実態を正確に反映するように注意を払

う必要があろう。 

 

（３）前向きな防災への取り組みの評価 

 評価項目は防災への取り組みを、当然行うべき項目であるネガティブスクリーニングと地

域防災協定に代表される企業の前向きな取り組みを評価するポジティブスクリーニングとを

組み合わせることが重要であろう。富士市の信用金庫では、非常用の自家発電のコンセント

を店舗の外側に設けた。これは非常時に利用が可能になるよう配慮したためである。こうし

た前向きな投資をプラスに評価することで、企業の防災への取り組みを一層引き出すことが

可能になると思われる。 

 

（４）指標間の整合性 

 企業の防災への取り組みは人の命を守ることなのか、あるいは如何に利益を守るのか、と

いった異なる視点にウエイトをつけなければならない。評価項目のウエイト付けが企業の取

り組みに対する評価と整合性が取れていることが大切である。 
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３．防災格付け評価指標 

（１）評価手法の枠組み 

 上記を踏まえた上で、「事前対策」「災害直後対策」「復旧対策」の時間軸毎に「方針・計画」

「具体的施策」「訓練・教育」「見直し」といったＰＤＣＡサイクルが機能しているかを、総

合的に評価する手法が考えられる（図表４－７）。これに加え、本件指標においては、企業の

コンプライアンスや地域との連携、防災に関する製品やサービスの開発、防災に関する情報

開示等のすべての時間軸に関係する部分を共通項目として評価の対象とする。企業の全体的

な防災への取り組み（防災マネジメント）を評価することが可能になるとともに、それぞれ

の時間軸において取り組みの進捗が把握できる。質問項目は、取り組みの有無を尋ねる定性

的なものと、耐震化率、目標復旧時間、目標に対する達成度など定量的な項目から構成され

る。 

（２）指標項目のポイント 

 本件防災格付け評価指標では以下の点を考慮している。 

① トップのコミットメントの確認 

② 阪神・淡路大震災の経験等から重要性が改めて認識された、情報化、地域との連携に関

する項目 

③ 近時、企業への要請が高まっている事業継続からの評価 

④ シナリオの分析が複数なされているなど防災への取り組みが形式的な内容で終わってい

ないことの確認 
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図表４－７ 防災格付け評価指標 

 

 
事前対策（減災対策） 

－被害の規模を極小化－ 
災害直後対策（クライシスマネジメント）

－避難・安否等人命に関すること－ 
復旧対策 

－事業の継続､早期復旧－ 

 評価項目一例 評価項目一例 評価項目一例 

方 針 
防災（減災）に取り組む全社的な
方針を有しているか 

方 針 
災害時における行動を定めた明確
な方針を有しているか 

方 針 
業務を継続、あるいは速やかに復
旧させるための明確な方針が定め
られているか 

目 標 
防災（減災）に関する明確な目標

を定めているか 
目 標 

避難・安否確認等人命に係わる対

策を行う上で、目標が明確に定め
られているか 

目 標 
業務の継続・復旧に関する具体的

な目標（復旧に要する日数等）が
定められているか 

計 画 
防災（減災）対策を効率的に進め
る長中期の計画を有しているか 

計 画 
避難・安否確認等人命に係わる対
策を行うための具体的な計画が定
められているか 

計 画 
BCP（事業継続計画）が策定され
ているか 

マニュアル 
防災に関する総合的なマニュアル
を定めているか 

マニュアル
避難に関する具体的な行動を定め
たマニュアルがあるか 

マニュアル
事業継続・復旧を行う上での作業
手順を予めマニュアル化している

か 

組 織 
防災（減災）を統括する部署があ

るか 
組 織 

予め「災害対策本部」の構成を定

めているか 
組 織 

業務継続に関して社内横断的な検

討委員会を設置しているか 

方針計画 
の策定 
－Plan－ 

経営層の 

コミット 
メ ン ト 

防災に関する取り組みについて、

明確なトップのコミットメントが
あるか 

    

リスクの 
想  定 

複数のシナリオを準備しているか 避 難 
避難に関する責任部署を決めてい
るか 

リスクの
把  握

地震の被害や対応の状況を時系列
別に想定（シナリオ想定）してい
るか 

防災投資 
単年度ごとに防災に関する投資額

を把握しているか（防災会計） 
救援救護

近隣の病院を記載したリストを作

成しているか 
被害把握

罹災後、事業継続に係わる人的・

物的被害の状況を速やかに把握す
るための具体的な対策を講じてい
るか 

耐震化の 

促  進 

耐震化を進める上で具体的な対策

があるか 
安 否 

安否確認方法について従業員に周

知しているか 

代替設備

の 設 置

バックアップオフィスや代替生産

設備が適切に確保されているか

不燃化の 
促  進 

不燃化を進める上で具体的な対策
があるか 

防災資機材
の 準 備

防災用資機材の配備を適正に行っ
ているか 

サプライ
チェーン
への対応

取引の条件に、取引先の業務継続
性を考慮しているか 

具体的な 
施策 

－Do－ 

    
リ ス ク

ファイナンス

地震保険や CAT ボンド、融資予約

などのリスクファイナンスを講じ
ているか 

監 査 
自社が行う防災対策を第三者から
客観的に評価されているか 

監 査 
自社が行う避難訓練に、消防署等
の行政機関、その他専門家が参加
しているか 

監 査 
自社の事業継続管理に関して第三
者から客観的に評価されているか

教 育 

災害に関する基本的な事項（地震

発生による被害、近年の災害発生
状況等）を全従業員に対して教育
しているか 

訓 練 
避難訓練を１年に２回以上行って

いるか（１回の場合は 1/2） 
訓 練 

緊急時において事業継続が速やか

に行われるためのシミュレーショ
ンを行っているか 

耐震化の 
進捗状況 

全事業所において、震度７までの
耐震性を確保しているか。調査レ
ベルに応じて配点（半数以上であ
れば 1/2） 

教 育 

避難・安否・救護等に関する基本
的な知識を習得するための講習を

行っているか 
教 育 

事業継続に関する研修等を行って
いるか 

監査、訓練 
－Check－ 

不燃化の 
進捗状況 

全事業所において、不燃化対策を
講じているか（半数以上であれば
1/2） 

    

見直し 
－Action－ 

見直し 
第三者からの評価を計画やマニュ
アル等に適切に反映しているか 

見直し 
避難経路、防災資機材、マニュア
ル等は随時点検を行い、不備な点
を改善しているか 

見直し 
第三者からの評価を計画やマニュ
アル等に適切に反映しているか

 
コンプライアンス 直近の３期において、重大な法令違反はないか 

地  域 国や地方公共団体と、災害時に自施設を避難者に開放、食料・水・物資等の提供などといった応援協定を締結しているか

防災商品 防災に関する商品やサービスの売上が前期と比較して増加しているか 
共通項目 

情報開示 自社が行う防災対策に関する情報開示は適切に行われているか 

 
項  目 点  数 

事前の対策（減災対策）  

災害直後対策 
（クライシスマネジメント） 

 

復旧対策  

共通項目  

合  計  

（出所：政策銀作成） 

 

 

 



― 62 ― 

４．新たな企業評価 

 日本企業の市場価値総額に占める無形資産の割合は約４割にも達している32。無形資産の

中身については特許権等の狭義の知的財産に加え、人的資本、組織のマネジメントなどの組

織資本、取引先等のネットワークなど幅広い内容が含まれている。バランスシートに記載さ

れていない企業の価値を適切に開示していくことが、企業自身にとっても、幅広いステーク

ホルダーに対しても重要になっている。そのため従来、企業経営とその評価は財務的な指標

を中心に行われていたが、近年はＣＳＲ、リスクマネジメント、知的資本など様々な角度か

らアプローチが試みられている（図表４－８）。以下では企業評価に関する取り組みを紹介す

る。 

 

図表４－８ 企業評価に関する報告書・会計 

 

開示方法 環境報告書 CSR 報告書 知的財産報告書 有価証券報告書 社会環境報告書 知的資本報告書

会 計 環境会計 CSR 会計 知財会計 財務会計 防災会計 知的資本（会計)

目 的 

環境コミュニケー

ションを促進し、

事業活動における

環境配慮の取組状

況に関する説明責

任を果たし、利害

関係者に有用な情

報を提供する。 

企業活動に関する

各ステークホルダ

ーへの経済的利益

配分を明確にする

ことで CSR の向上

につなげる。 

知財経営に係わる

企業と市場の対話

を目指す。 

リスクマネジメン

トを事業価値創造

のための包括的な

活動と捉え、事業

リスクを管理して

リターンを最大化

す る こ と を 目 指

す。 

防災への取り組み

と効果を明確にす

ることで企業の防

災力向上につなげ

る。 

企業の知的資本に

関する源泉とマネ

ジ メ ン ト を 説 明

し、発展させるこ

とを目指す。 

内 容 

事業活動における

環境配慮の方針・

目標・実績等の総

括、環境マネジメ

ン ト に 関 す る 状

況、事業活動に伴

う環境負荷及びそ

の低減に向けた取

組の状況、社会的

取組の状況 

企業の様々な社会

貢献活動に係わる

コストとその効果

を数値化して示す

もの。福祉活動な

どの社会貢献やコ

ンプライアンス活

動を含む。 

①中核技術と事業

モデル 

②研究開発セグメ

ント事業戦略の

方向性 

③研究開発セグメ

ントと知的財産

の概略 

④技術の市場性、

市場優位性の分

析等 10 項目 

有価証券報告書上

に主要なリスクを

開示 

防災投資（耐震化、

BCP、防災訓練費

用）と防災対策に

よる損失軽減効果

を比較する。 

従業員、顧客、技

術、プロセス及び

その相互の関係に

おいて存在する知

的資本の蓄積と開

発方法 

戦略的 

側 面 

経営者及び従業員

の意識付け、行動

促 進 の た め の 機

能、環境配慮を行

う企業の姿勢をア

ピール 

CSR への取組みを

明確化することで

企業のイメージア

ップ及び企業の安

定的成長を目指す

戦略としても活用 

知的財産の視点か

ら企業の成長性、

潜在力をアピール

できる。 

リスクを適切に管

理する活動と内部

統制によって企業

価値の向上が図れ

る。 

防災に取り組んで

いる姿勢を明らか

にすることで企業

の価値を向上させ

る。 

企業価値の源泉と

なる知的資本を認

識することで企業

価 値 を 向 上 さ せ

る。 

状 況 

日本の上場企業の

34％が発表 

日本 の 数十社 が

CSR 報告書を発表 

CSR 会計はイトー

ヨーカ堂、三井住

友海上等が導入 

経済産業省研究会

参加 13社（東京エ

レクトロン、旭化

成、NEC 他）が発

表 

平成 15 年４月１日

以降の有価証券報

告書で事業等のリ

スクの記載が求め

られる。 

積水化学工業など

数社が防災への取

り組みについて記

載。 

デンマークで法制

化 

英国、フィンラン

ドでも検討中 

（出所：環境会計ガイドライン、2004 年度版通商白書、経済産業省知的財産情報開示指針を参考に政策

銀作成） 

 

                            
32 2004 年度版通商白書 
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（１）環境会計 

 環境会計とは企業等が、持続的な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ、環境

保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における

環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的（貨幣

単位又は物量単位）に測定し伝達する仕組みと定義されている（環境会計ガイドライン 2002

年版）。環境会計は、環境保全コスト（貨幣単位）、環境保全効果（物量単位）、環境保全対策

に伴う経済効果（貨幣単位）から構成されている。 

 

図表４－９ 環境会計の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：環境会計ガイドラインより抜粋） 

 

 上記環境会計に基づいて環境報告書を作成・公表する企業数は着実に増加しており（図表

４－10）、上場企業に限った場合、平成 14 年度で 34％が環境報告書を作成している。 

 

図表４－10 環境報告書作成企業数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：「環境省 平成 14 年度環境にやさしい企業行動調査」等から政策銀作成） 

 

財務 

パフォーマンス

環境保全 

コスト 

環境保全環 

対策に伴う 

経済効果 

環境保全 

効果 

環境会計 

環境 

パフォーマンス 



― 64 ― 

（２）ＣＳＲ会計 

 ＣＳＲ会計は、企業の様々な社会貢献活動に係わるコストと効果を数値化したものである。

寄付などの社会貢献活動、倫理・法令遵守活動、環境保全活動などが含まれる。効果は会社

の直接利益につながる内部効果と一般社会に対する効果である外部効果の両方が含まれる。

三井住友海上、イトーヨーカ堂等がＣＳＲ会計を公表している。 

 

（３）リスクに関する情報開示 

 平成 15 年度の証券取引法改正において、ディスクロージャーの内容が拡充され、コーポレ

ートガバナンスに関する事項、経営者による財務・経営成績の分析、リスクに関する事項に

関して開示の充実が要請されている。リスクに関する情報開示のなかでは、地震等の自然災

害に対するリスクを記載しているケースが多数見受けられる（図表４－11）。具体的事例とし

て㈱巴川製紙所を記載する。今年度以降、企業としては開示したリスク情報への対応が必要

であり、ＢＣＰの作成やリスクファイナンスの準備が、開示したリスク情報に対する一つの

回答になると思われる。 

 

図表４－11 事業リスクなどの開示状況 

 

リスクの内容の項目 掲載会社数 

為替及び金利の変動リスクについて 54 

自然災害などに係わるリスク 40 

経済動向による影響について 40 

海外市場での事業拡大に伴うリスクについて 38 

原材料市場の変動 32 

法的規制などについて 31 

…
 

…
 

情報システム 24 

  

分析対象会社総数 68 

（出所：㈱損保ジャパンリスクマネジメント 大規模災害と事業継続マネジメント） 
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㈱巴川製紙所 

 東海地震発生による影響 

 当社グループの生産活動は静岡県静岡市で行っており、東海地震が発生した場合は、その規模によっ

ては相当期間、生産、営業活動に影響を与える可能性がある。その対策として下記を実施している。 

① 生産建物、設備に対して専門家による耐震強度の測定を実施し、その結果に基づき耐震補強工事を

実施済みである。 

② 茨城県（電子材料事業）、北米（化成品事業、洋紙事業）にも生産拠点を持っており、リスクの分散

を行っている。 

③ 地震保険等により、財務的な損害対策及び資金繰りの確保を行っている。 

（出所：巴川製紙所有価証券報告書より抜粋）

 

（４）知的資本 

 知的資本に対するアプローチはスウェーデンのスカンディア社による知的資本報告書の作

成以降、多くの企業や研究者によって様々なアプローチがなされている。近年、北欧のデン

マークやフィンランドでは、国レベルで知的資本報告書の作成を促進している33。企業価値

の源泉は人的、組織的な川上の部分にはじまり、マネジメントなどの川中、そして最終的な

利益になって現れる川下に分けられるが、有価証券報告書等に記載されているのは、最終的

な結果である川下の部分が大半である。今後、川上、川中の部分に対する説明が必要となる

が、この部分に光をあてるのが知的資本報告書である。財務的な面による企業に対する説明

力が低下するなかで、知的資本報告書には、企業の評価を適切に説明する新たな役割が期待

されている。 

 以上、企業評価に関する様々なアプローチを概観したが、今後、知的資本会計などの様々

なアプローチはそれぞれが深化するとともに、相互に融合していくものと思われる。 

 

５．防災会計の概要 

（１）防災会計の目的 

 既述のとおり企業評価に対してはＣＳＲ、リスクマネジメント、知的資本など様々な角度

からのアプローチが試みられており、特に長期的な視点から企業経営を見ていく場合にはこ

うしたアプローチが不可欠となっている。リスクマネジメントのなかでも、日本においては

地震などの自然災害が企業経営に重大な影響を与えることから適切な対応が望まれるが、災

害の突発性や被害想定が容易でないなどの理由で対応は遅れがちであった。企業としては防

災への取り組みを実施したいものの、一定の判断基準がないことから企業内において適切な

意思決定が困難であり、かつ外部に対しても防災への取り組みの効果を明確に説明すること

ができなかった。防災会計や防災に関する取り組みの開示は、企業防災力の着実な向上を図

り、防災への対応を費用対効果の観点から分析することで効率的な企業経営を可能にすると

                            
33 デンマークでは知的資本報告書の開示について法制化した。 
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ともに、防災への取り組みを定量・定性の両面からステークホルダーに対して説明すること

によって企業価値の向上につながる可能性がある。 

 

（２）防災会計の仕組み 

 防災会計は企業の防災への取り組みを判断する指標であるが、環境会計などを基にアウト

ラインを整理すると以下のようになる（図表４－12）。 

① 機能と役割 

 内部機能：企業の防災関連コストの管理や、防災対策におけるコスト対効果の分析を可能

にし、適切な経営判断を通じて効率的かつ効果的に防災対策を促す仕組み。 

 外部機能：企業の防災に関する取り組みを定量的、定性的に把握し、その結果を開示する

ことで、地域住民、従業員、投資家等からなるステークホルダーの意思決定に

影響を与える機能。 

 但し、企業の戦略など外部に公開できない情報もあることから、外部機能としての指標の

なかには制約を受けるものもある。 

② 一般的要件 

 防災会計は、目的適合性（ステークホルダーの意思決定に役立つ情報を提供すること）、信

頼性、明瞭性、比較可能性、検証可能性を担保する必要がある。 

③ 構成要素 

 ・防災コスト 

  防災への取り組みに対する投資額及び費用額を貨幣単位で測定する。 

 ・防災効果 

  災害の発生防止、減災、回避による効果を貨幣以外の単位で把握する。 

 ・防災への取り組みに対する経済効果 

  防災への取り組みを進めた結果、企業の利益等に貢献した効果を貨幣単位で測定する。 

④ 公正の担保 

 環境会計などで議論がされているが、防災会計においても第三者意見の添付や監査などの

必要性が議論されることになろう。 

⑤ 防災会計の対象範囲 

 防災会計の範囲に含まれるものは、当面、日本で被災の可能性が高い自然災害を中心とし

たリスクになるものと思われる。 
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図表４－12 環境会計との比較表 

 

  環境会計 防災会計 

趣旨 

企業等が、持続可能な発展を目指して、社

会との良好な関係を保ちつつ、環境保全へ

の取り組みを効率的かつ効果的に推進して

いくことを目的として、事業活動における

環境保全のためのコストとその活動により

得られた効果を認識し、可能な限り定量的

に測定し伝達する仕組み 

企業等が、持続可能な発展を目指して、社

会との良好な関係を保ちつつ、防災への取

り組みを効率的かつ効果的に推進していく

ことを目的として、事業活動における防災

のためのコストとその活動により得られた

効果を認識し、可能な限り定量的に測定し

伝達する仕組み 

会計の範囲 

環境保全コスト 

環境保全効果 

環境保全対策に伴う経済効果 

防災コスト 

防災効果 

防災への取り組みに伴う経済効果 

投資効果期間 

みなし効果 

短期的な効果もある 

小さい 

長期的 

大きい 

定量的な把握 容易 難しい 

企業の責任 大きい 小さい 

地域性 小さい 大きい 

（注）比較はあくまで相対的なもの、防災会計については（２）の概要を前提にしたもの。 

（出所：政策銀作成） 

 

（３）費用及び効果 

① 防災コスト 

 企業が支出した防災関連費用、防災投資額を記載する。防災関連費用には、防災関連管理

コスト、修繕費、ＢＣＰ作成費用、防災関連研究費、従業員訓練費用等が含まれる。 

② 防災効果 

 防災効果を把握するための指標として以下のものがあげられる。 

 ・ＢＣＰ関連 

  目標復旧時間 

  計画によって訓練された従業員の割合 

 ・長期的な観点からの指標 

  累積防災投資額 

 ・指数化した指標 

  防災投資比率＝防災投資額／全体投資額 

  建物面積あたりの防災投資額＝防災投資額／建物面積 

  売上額あたり防災投資額＝防災投資額／売上高 

 ・人的被害の指標 

  人的被害に関しては金額換算が難しいため、発生確率と被害者数でリスクレベルを分け、

リスクレベルの低下で効果を判定する。 
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③ 防災への取り組みに伴う経済効果 

 防災への取り組みに伴う経済効果は、取り組みを実施したことに伴う損害の軽減額や保険

料の支払い減少などの合計額である。また、人命やブランド価値の低下など効果の算定が難

しい部分や地域経済への波及など社会的な影響についても記載する必要があろう。環境対策

と異なり、日々目に見えて対策の効果が実現するわけではないので、防災会計においては効

果の測定が大きな問題となる。 

 損害額の範囲は、地震災害を例に取ると人的損失、物的損失、操業損失の三つに分類でき

る。物的損失は建物や内部にある機械等が含まれ、耐震化の程度、機械等の固定化の整備状

況によって把握される。操業損失は地震によって工場等が稼動できないことによる損失であ

る。一つの企業内に関して工程別の流れを把握することによって、全体の損失を把握するこ

とができる。しかしながら地震の被害の場合、インフラの損傷、物流被害更には従業員が被

災することによって出勤できない可能性もあり、損害額の算定はかなりの幅をもった数字と

なる。 

○防災投資効果の評価手法 

 防災投資効果の評価手法として代表的なものに費用便益分析とＬＣＣ34（Life Cycle Cost）

がある。費用便益分析における費用とは防災対策に要した初期費用や維持管理費等であり、

便益は防災対策による損害額の軽減分である。便益－費用がプラスになれば投資効果があり、

マイナスになれば投資効果はないと判断され、便益と費用が数年にわたる場合は、各年ごと

に割引率で現在価値に割り戻した金額を合計して比較することになる（図表４－13）。一方、

ＬＣＣとは、年次での費用累積値を防災対策の前後で算出し、防災対策実施後の費用累積値

が、施設の試用期間中に防災対策前の費用累積値を下回るか否かで投資効果を判断する。

ＬＣＣには、既設構造物に関しても対策の実施時期を検討できる利点がある。 

 

図表４－13 費用便益分析 

 

経 年 便益 b 費用 c 

１ b
1
/(1+r) c

1
/(1+r) 

２ b
2
/(1+r)2 c

2
/(1+r)2 

…

 

…

 

…

 

N b
N
/(1+r)N c

N
/(1+r)N 

費用便益比 純現在価値 

計 総便益 B 総費用 C B/C B-C 

 

B/C、B-C は便益、費用を割引率 r で現在価値化し、施設の耐用年数 N で合計し算定 

（出所：㈱イー・アール・エス 資料） 

 

                            
34 施設の設計から運用期間を経て解体までのトータルコスト 

現在 

将来 
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 しかしながら、一旦発生すると損害額の大きい地震のような場合、一般的に行われている

費用便益分析やＬＣＣでは投資効果が認められないという判断になることが多い。これは、

地震による損失を年間損失期待値で計上することに原因がある。年間損失期待値は、施設周

辺で起こりうる様々な地震の年発生確率を考慮（年発生確率の高い地震から低い地震を網羅

的に考慮）するため、実際に起こる地震損失よりも小さな値が計算される。つまり、対策費

用に比べ年間損失期待値は小さい場合が多く、この場合、費用便益分析やＬＣＣでは投資効

果が現れない。こうした場合、任意の年超過確率を設定し防災投資の効果を判定する方法（図

表４－14）や施設の耐用年数と対策効果が現れる超過確率との比較（図表４－15）などの方

法を併用して投資効果を分析することが必要となる。 

 防災投資効果を把握するためには、各社の建物等の事前診断が前提となる。これらの診断

を前提に既述の様々な評価手法によって防災効率性を算出することが重要である。 

 

図表４－14 任意の年超過率を設定した場合の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：㈱イー・アール・エス 資料） 

 

 

図表４－15 耐用年数と超過確率比較の一例 

 

現在からの経過年数  

１ ５ 10 30 50 100 

対策効果が現れる超過確率 2.4％ 11％ 22％ 52％ 70％ 91％ 

施設の耐用期間       

（出所：㈱イー・アール・エス 資料） 
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（４）知的資本報告書の応用 

 既述のデンマークの知的資本報告書においては、四つのステップから構成させるモデルが

提示されている。第一ステップは知的経営の理念で企業が自社の製品やサービスを通じてど

のような価値をどの程度ユーザーに提供し、それぞれの使用価値を高めるためにどの種類の

知的資産が必要になるかを示す。第二のステップである経営課題では、こうした企業価値創

造力を強化していく上で、社内における既存の知的資産の強化や、外部からの新しい知的資

産の獲得をどの程度行うべきかを示す。第三のステップでは知的資産を強化し、獲得するた

めの具体的行動を示す。第四のステップは、具体的行動計画に着手したかどうかや、経営課

題を達成できたかどうかを客観的にチェックできる指標を示すものである。以上のような要

素が相互に関係し合うように、各要素の相互関係を分析しながら記述を行うことで、四つの

要素が首尾一貫した関係にある「知的資本報告書」を作成することができるとしている35。 

 上記の考え方を応用し、企業経営のなかに防災を位置付け、企業の防災力を高めるための

方策を検討する。次に具体的な取り組みを計画し、それに対する指標を提示することで、企

業の防災への取り組み姿勢を一貫して説明することが可能になる（図表４－16）。防災への取

り組みは、その企業の属する業種、地域、企業の特性によってかなり差があることから統一

的な指標で片付けることは困難な場合もある。そのため知的資本報告書を応用した形も参考

になるものと思われる。 

 

図表４－16 防災力向上のための取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：政策銀作成） 

 

６．防災会計等の導入に向けての課題 

 防災会計や防災への取り組みの開示に関しては、以下のような課題を検討することが必要

となろう。 

 

                            
35 経済産業省白書 2004 年版 
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（１）防災に関するデータが未整備であり、新たな企業負担が生じること 

 環境についてはＩＳＯの普及等によって企業の環境に関するデータの整備が進んでいた。

防災に関してはそうした要因がないため、現状では防災に関するデータの蓄積は十分ではな

く、防災会計をはじめるにあたり定量的なデータの把握が困難である。地震や台風などの自

然災害リスクを定量評価するには、リスクカーブ等が有用であるが、相当な時間と労力を要

するため利用している企業は少ない。防災会計導入には相応の負担が発生することになり、

経営トップのコミットメントが得ることが重要であろう。 

 

（２）防災効果を表す適切な指標の開発 

 防災会計を、企業の防災への取り組みを促進させるためのツールとして用いることは理念

的には正しいが、多くの企業が環境会計と同様にコスト・効果ともに大きく見せたいと考え

るであろう。管理会計的な指標にとどまらず外部に開示するために利用する場合は、一定の

基準に則って行う必要がある。効果の把握が困難であれば、コスト部分からはじめる「防災

コスト会計」を想定する選択もある。コスト部分の把握に関しては、通常の投資と防災投資

あるいは通常の費用と防災関連費用の区分けが明確でない部分が発生するが、環境会計の場

合と同様に一定の比率で按分を行う等の方策が考えられる。 

 更に既述の通り、効果の算定にはかなり幅が出てくる可能性が高い。効果を一定の合理的

な基準で説明できる適切な指標の開発が防災会計の大きな鍵を握っている。 

 

（３）規準化による弊害 

 防災会計という形で規準化されると、企業は定型的なことだけを実施して安心してしまう

危険がある。企業は防災への取り組みに関して試行錯誤を繰り返しながら、社内の防災意識

の向上を図りつつ、企業規模や業務内容に則した実践的な対策を講じていくことが重要であ

る。 

 

７．防災の取り組みに関する記述 

 実際に、防災費用や投資額を含めた防災への取り組みを社会環境報告書等のなかに記載し

ている企業もある。こうした情報開示がすぐに防災会計に結びつくものではないが、企業の

防災への取り組みをステークホルダーにアピールしていく姿勢を窺うことができる。 

 

（１）積水化学工業㈱ 

 積水化学工業㈱は環境報告書のなかに、労働安全マネジメントシステムの構築活動の推進、

安全衛生・防災監査の実施、安全・防災活動の実績の記載がある。更に安全衛生・防災会計

の項目において、環境会計の考え方をベースに安全衛生・防災に関する費用・投資額と効果

を計算している。指標としては、投資総額に対する安全衛生・防災対応投資比率を計上して

いる。 
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図表４－17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：積水化学工業㈱環境報告書 2004） 

 

（２）東レ㈱ 

 東レ㈱では社会環境報告書（「環境・社会活動報告書」）のなかで環境投資額とは別に、安

全・防災・衛生に関する設備投資額を集計している。更にチェックリストによる自主点検、

大規模地震対策、防災に関する教育訓練について定性的な記述を行っている。 
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（３）帝人㈱ 

 帝人㈱は社会環境報告書（「帝人グループ環境・社会報告」）のなかで安全・健康・防災コ

ストを投資額と費用額に分けて記載している。更に防災活動、防災診断、建物の耐震対策に

ついての記述も行っている。 

 

図表４－18 

 

 

 

 

（出所：帝人㈱ 帝人グループ環境・社会報告 2004） 

 

（４）三洋化成工業㈱ 

 三洋化成工業㈱は環境報告書のなかで安全防災投資額、比率の記載を行っている。更に保

安防災活動の項目では産業事故防止に対する施策、地震対策、異常措置訓練、緊急時対応に

対する記述がある。 

 以上各社の防災への取り組みについて記述を整理すると図表４－19 のとおりとなる。 

 

図表４－19 社会環境報告書における防災への取り組みについての記述 

 

 防災コスト 防災効果 防災対策に対する経済効果

積水化学工業㈱ 

安全衛生、防災活動コスト

を費用額と投資額に分けて

記載 

投資総額に対する安全衛

生、防災対応投資比率、労

働安全マネジメントシステ

ムの構築活動の推進、安全

衛生・防災監査の実施、安

全活動の実績 

損失金額の記述 

東レ㈱ 
安全、防災、衛生に関する

設備投資額を記載 

自主点検、大規模地震対策、

防災に関する教育訓練に対

する定性的記述 

－ 

帝人㈱ 
防災投資額、防災費用の記

載 

休業災害度数率、爆発火災

件数、防災活動、防災診断、

建物の耐震対策の記述 

経済効果覧のみ 

三洋化成工業㈱ 安全防災投資額の記載 

産業事故防止に対する施

策、地震対策、異常措置訓

練、緊急時対応に対する定

性的記述 

－ 

（出所：各社社会環境報告書より政策銀作成） 
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８．防災ＳＲＩへの展開 

 企業の社会的責任の議論が盛んに行われるなか、防災への取り組みについても、経済、環

境、社会のトリプルボトムラインとの関連で明確に位置付けられることが求められる。 

 企業の社会的責任に対応し、投資対象の評価に財務的要素に加えて社会的・環境的要素を

考慮した投資が社会的責任投融資（ＳＲＩ：Social Responsible Investment）である。図表４－

20 のとおりＳＲＩは米英において、年金基金や保険会社がＳＲＩ運用をはじめたことを背景

に 90 年代後半から急速に発展を遂げた。 

 

図表４－20 ＳＲＩの市場規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：Social Investment Forum 資料等より政策銀作成） 

 

 日本におけるＳＲＩは環境分野からはじまり、社会性分野へと広がりを見せている（図表

４－21）。欧米に比べ規模的にはまだ小さいものの、企業の社会的責任に対する関心の高まり

を背景に今後、ＳＲＩは増加することが予想される。そうした流れのなか、環境、社会性の

分野に加え、防災分野において企業のマネジメントを評価する防災ＳＲＩの導入を今後、検

討する必要があろう。防災ＳＲＩについても、今後、多様な形態が開発されていくと考えら

れるが、こうした防災ＳＲＩを日本発の世界標準として発信していくことで、日本企業が抱

える地震などのリスクに対する懸念を払拭する意義は高いものと思われる。 
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図表４－21 日本のＳＲＩファンド一覧 

 

運用機関 名  称 
ファンド 

形  態 
設定日 社会・環境スクリーン 

純資産残高

(百万円)

日興アセット 日興エコファンド 国内株式 1999/ 8/20 環境 37,077

損保ジャパン・アセット ぶなの森 国内株式 1999/ 9/30 環境 12,629

興銀第一ライフ・アセット エコ・ファンド 国内株式 1999/10/29 環境 5,046

UBS グローバル・アセット エコ博士 国内株式 1999/10/29 環境 3,924

UFJパートナース投信 みどりの翼 国内株式 2000/ 1/28 環境 2,596

朝日ライフアセット あすのはね 国内株式 2000/ 9/28 環境、雇用、消費者対応、社会貢献 4,116

三井住友アセット 海と空 国内バランス 2000/10/31 環境（温暖化） 1,089

日興アセット 日興グローブＡ 国際株式 2000/11/17 経済・社会・環境 1,121

日興アセット 日興グローブＢ 国際株式 2000/11/17 経済・社会・環境 701

大和住銀投信 Mrs グリーンＡ 国際株式 2001/ 6/15 環境 1,642

大和住銀投信 Mrs グリーンＢ 国際株式 2001/ 6/15 環境 2,574

UBS グローバル・アセット UBS グロ－バル 40 国際株式 2003/11/ 7 社会・環境・経済 6,044

住友信託アセット グッドカンパニー 国内株式 2003/12/26 社会・環境・経済 21,253

しんきんアセット フコク SRIファンド 国内株式 2004/ 4/27 財務・環境・社会・倫理 2,857

大和投信委託 ダイワ SRIファンド 国内株式 2004/ 5/20 倫理・法令順守 27,564

野村アセット ノムラグローバル SRI100 国際株式 2004/ 5/28 社会・環境・経済 4,739

野村アセット 
モーニングスターSRI イ

ンデックス・オ－プン 
国内株式 2004/ 7/30 社会・環境・経済 3,426

三菱投信 三菱 SRIファンド 国内株式 2004/12/ 3 雇用（ファミリーフレンドリー） 1,537

  139,935

注）純資産残高は 2005 年 1 月末現在 

（出所：大和総研資料） 

 

 

図表４－22 防災ＳＲＩへの展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：政策銀作成） 
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おわりに 

 

 阪神・淡路大震災から 10 年目を向かえた 2005 年１月に、神戸市で 168 カ国・地域と 78

の国際機関が参加し、国連防災世界会議が開催された。会議では災害早期警戒システムの構

築など、今後十年間に取り組むべき五分野の「優先行動」を盛り込んだ「兵庫行動枠組」が

採択され、防災に対する認識を新たにしたところである。 

 地震などの大災害へ備えるためには、自助、共助、公助の適切な連携が必要であることは

いうまでもない。そのなかにあって自助、とりわけ企業の役割が一層、重要になってきてい

る。企業の防災力は法律等の規制とともに、企業の自主的な取り組みがあいまって大きく向

上するものと思われる。そのため企業の自主的、戦略的な取り組みを促進するためのＢＣＰ、

防災ＳＲＩ（社会的責任投融資）等を整備していくことが今後の大きな課題である。 

 企業の社会的責任の議論がさかんに行われるなか、防災への取り組みも環境分野等ととも

に企業の社会的責任として捉えていく段階に入ったものと思われる。今後は、長期的な視点

から企業経営に大きな影響を与える防災への取り組みが、企業価値向上に向けて大きな要因

を占めることになろう。 
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